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食 料 ・ ，農業・農村政策審議会家畜衛生部会
第 １ ４ 回 牛 豚 等 疾 病 小 委 員 会 ごｆ ｌ ｆ 。 ●ｉ ’

＿ ＼ 議 事 次 第 ト

日時：平成恥２年り月・１３日（日）１４：ＯＯ～１６：ＯＯ
場 所 ： 農 林 水 産 省 第 二 特 別 会 議 室 ＿

１ 開会

２ あ い さ つ

３ 議 題 - ・ ト ご

（ １ ） 宮 崎 県 に お け る ロ 蹄 疫 の 現 状 及 び 防 疫 対 応 に つ ’ い て

ば ） 今 後 の 防 疫 対 応 に つ い て ‾ ご １

（ ３ ） 疫 学 調 査 チ ー ム 報 告 ＞
（ ４ ） そ の 他 パ ） △ ～ ｊ -- １ ● ・

４ 閉 会



Ｖ

食料ｙ農業・農村政策審議会家畜衛生部会
第１４回牛豚等疾病小委員会資料一覧

資 料 １ 宮 崎 県 に お け る ロ 蹄 疫 の 発 生 状 況 ＞ ’ ≒● ＿ ● Ｓ ●
資 料 １ - ４ こ れ ま で の 発 生 農 場 概 要 一 覧 ＿
資 料 １ - ・ ２ 発 生 状 況 地 図 ノ ノ ご
資 料 １ ＋ ３ 一 口 蹄 疫 の 発 生 及 び 防 疫 措 置 状 況 の 推 移 ‥
資 料 １ - ４ 都 城 市 、 西 都 市 、 日 向 市 及 び 宮 崎 市 に お ける 新 た な 発 生

事 例 に つ い て 、 ９
資 れ １ - ５ ウ イ ル ス 侵 入 時 期 の 推 定 １ ‾ ‥ ゛ ‥
資 料 １ - ６ ワ ク チ ン 接 種 状 況 づ

資 料 ２ 防 疫 対 応 状 況 Ｉ
資 料 ２ - １ 発 生 農 場 周 辺 の 清 浄 性 確 認 の 強 化 に つ い て １１ ● １ ．・ ｆ ｉ Ｓ Ｉ 料 ２ - ２ 口 蹄 疫 の 初 動 防 疫 対 策 の 徹 底 に つ い て ト

資 料 ． ・ ２ - ３ ワ ク チン 接 種 農 場 の 飼 料 及 び 排 泄 物 等 に つ いて
資 料 ２ - ， ４ 移 動 制 限 区 域 内 の と 畜 場 の 再 開 及 び 搬 出 制 限 区 域 内 か ら
＿ ・ く の 搬 入 に 関 す る 協 議 に つ い て１ ． ’ ● ミ ● ■
資 料 ２ ， ５ ワ ク チ ン 接 種 家 畜 の 移 動 制 限 区 域 外 化 製 場 に お け る 処 理● ・ ●- ’ づ に つ い て ＼ ＼ ダ ，

資 料 ３ 疫 学 調 警 チ ー ム 報 告 ＼ ト
資料３-ｉ疫学調査チーム現地調査及び第２回検討会の概要
資 料 ３ - ２ え び の 市 に お け る 発 生 に 関 す る 疫 学 情 報 １

資 料 ４ 今 後 の 防 疫 対 応 （ 案 ） ＞ し ト

参 考 資 料 ご ‥ ‥ ‥ ‥
参 考 １ こ ま れで の 発 生 農 場 に 関 す る 疫 学 情 報
参 考 ２ 車 両 消 毒 ポ イ ン ト 一 覧 ト
参考３えびの市をに１コ心とした移動制限区域解除後の対応につい七
参考４ ’ワクチン接種家畜の移動制限区域内埋却地への移動についＩて
参 考 ら ロ 蹄 疫 対 策 特 別 措 置 法 に つ い て ー ．
参考６宮崎県西都市におけるロ蹄疫発生に伴う移動制限区域の解除

犬 に 関 す る 協 議 に つ い て ‾ ノ ・
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食料・農業・農；村政策審議会家畜衛生部会
牛 豚 等 疾 病 小 委 員 会 委 員 １

国立感染症研究所感染症情報センター長
前（社）鹿児島県家畜畜産物衛生指導協会専務理事
共立製薬㈱最高技術顧問
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１ ㎜ ■ ㎜ ｜皆無町 肉繁 １６ 添
６ ■ ■ ㎜ 部族町 水利搾乳ぶ／ｇ ４４ ｒｉ？聊弓
７２ ■ ■ ㎜ ｜部族町 肉繁 ４０ 回ヌ
１０８ ■ ■ ㎜ ｜郎農町 肉繁 ９ 円弧
１９６ ■ Ｉ ㎜ 部族町 肉繁 ４０ ｍＲ
１３Ｒ ■ Ｉ ㎜ ｜郎農町 牛 １３５ 蘇痢
ＩＳ３ ■ Ｉ ㎜ ｜郎農町 ＿肉繁 ６ ぶ
１５４ ㎜ ㎜ ㎜ ｜部族町 肉繁 １６

都農町
ｉｊ４ｊソワ詞

１８２ ㎜ ㎜ ㎜ 都農町 肉繁・記 ２８６ ｊｌ可Ｔ石丿工万口丁〕
- 回ＴＬ日Ｔ祠

１９６ ㎜ ㎜ ㎜ ｔｚコ１Ｆｉｎｌｌ 肉繁 - ３ ｔｊ４ド伺
２０３ ㎜ ㎜ ㎜ 帥 回 肉繁 ５９ 好評
２１２ ㎜ ㎜ ㎜ ｜聊晟ｌ“」 肉繁 ２３２ ‰ 丁 祠り≒＝ゝ＿が．-ｙ

２２０ ㎜ ㎜ ㎜ ｜扁４ｍＴ 肉繁 １０ ４ゞ，い詞
２３０ ㎜ ㎜ ㎜ 部族町 肉繁 ３４ 岡〒ド
２３６ ㎜ ㎜ ㎜ 部農町 肉繁 ４ （桓
２３８ ㎜ ㎜ ㎜ ｜都農町 肉繁 ６５ ｙｊｌレド
２４３ ㎜ ㎜ ㎜ ｜都農町 肉繁 ２５３ ’ ☆回や・ドｋ資
２４４ ㎜ ㎜ ㎜ ｜拙 敵 附 肉繁 ２８ ㈲］ Ｔうべ
２４５ ㎜ ㎜ ㎜ 都農町． 肉繁 １２ 斗組土に，

２４７ ㎜ ㎜ ㎜ ｜円寂”ｊ 肉繁 １２ 研］千Ｕ，１・，ス百万フＴＲ
２４８ ㎜ ㎜ ㎜ ｜１・１奏Ｔ 豚 ４，６８０ 国圧か永・ド嫉
２４９ ■ ㎜ ㎜ ｜｜・ＵｊｇＴ 肉繁 ５ １４彫９寸 日寸汗☆：ｔ）ｃＲ陽性▼：殺処分完了◇：消毒完了
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２６２ ㎜ ㎜ ㎜ 都農町 肉繁 ８２ ４メル玉伺
７６４ ㎜ ㎜ ㎜ ｜都農町 肉繁 ６ 殺処分終了～埋却・消毒 河水伺
？６９ ■ ㎜ ㎜ ｜ｋ皿田Ｔ 肉繁 ８０ （［ｊ府下『

ｉで７戸戸ｙ稀？萌薄１ｌｉｉｉ賢良‾-「-ミ＿Ｊ＿
９７Ｓ ■ ㎜ ㎜ ｜１１１１呻吟 肉繁 ２５ 昨年＼トり
｜ ゾ ● ４
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各農場対応）犬況（ｊニニフ町；寸 別 ） ６ 月 １ １ 目 現 在 ＼ ダ … …

発生番号 畜生 所在地 形態 ＼
頭数（計）

４

／
１６

４

／
１７

４

／
１８

４

／
１９

４
／
２０

４

／
２１

４

／
２２

４

／
２３

４

／
２４

４

／
２５

４
／
２６

４
／
２７

４
／
２８

４
／
２９

４
／
３０

５
／
１

５
／
２

５
／
３

５
／
４

５
／
５

５
／
６

５
／
７

５
／
８

５
／
９

５

／
１０

５

／
１１

５

／
１２

５

／
１３

５

／
１４

５
／
１５

５
／
１６

５
／
１７

５
／
１８

５
／
１９

５
／
２０

５
／
２１

５
／
２２

５
／
２３

５
／
２４

５
／
２５

５
／
２６

５
／
２７

５
／
２８

５
／
２９

５

／
３０

５

／
３１

６
／
１

６
／
２

６
／
３

６
／
４

６
／
５

６
／
６

６
／
７

６
／
８

６
／
９

６
／
１０

６
／
ｌｌ

６
／
１２

６
／
１３

１０１ 家畜改良事業団 高鍋町 抽雄・肉泌 ２５９

高
鍋
町

匿詞
１０１ 家畜波良事業団 高鍋町 肉繁（祓雄ｊ ４９ ㈲ゝ，肩げ士訃川ヤ扁十口レｊＦＬｊｌぢ映
１１１ 県立無業大学校 高鍋町 一 一 ２２０ 融か言涙
１２４ ㎜ ㎜ 側鎖町 豚 ３，０５６ 灰這胴
１３０ ㎜ ㎜ 烏鍋町 肉肥 ２４７ 縦走Ｕ玉ｊｙＬ ∩ ト 川上レレいいｔｊこ函数
１４３ ㎜ ㎜ 白ｉ鍋町 肉緊 ・ 肥 １，５２１ ☆

１４４ ㎜ ㎜ 鋤鍋町 肉繁 １，３１６ ☆

１５７ ㎜ ㎜ 高鍋町 肉肥 ５８９ ☆

１５８ ㎜ ㎜ 高鍋町 肉肥 １，４４１ ☆ ● ｋ ● ● ● ・

７１ 二
レ円

-
- -

１６４ ㎜ ㎜ 高鍋町 肉繁 』 ｜ヌ；万万；Ｅ石ＵＵＴ
１６７ ㎜ ㎜ 高鍋町 肉繁 ９ 防水、ｊ、・ｊ隨胆汁Ｕヰｊ４１宰
１７０ ㎜ ㎜ 高鍋町 肉繁 １１５ 同席脳圧抑且甘言９
川 ㎜ ㎜ 高鍋町 肉肥 １１８ 図；；；！Ｊｙ４４に半長ヰレトｊｊ，叉れ豺拐
川 ㎜ ㎜ 高鍋町 豚 １，６８５ ㈲，ｊｌ谷口≒川上紬
１９７高鍋無業高校
２１３

高鍋町＿

匪鍋町

牛ヽ豚 ３３４ １朧詞
豚 ５２５

-
ｉｊ４Ｊ石飛［４程回
１雍口口千言よ，Ｕ干符丁ｊｊ回引千

-

２１６ ㎜ ㎜ 高鍋町 肉肥 ２，３１７

２２２ ㎜ ㎜ 高鍋町 豚 ２，７１６ ！ｙＦモ１］が聊丿千回伺玉押
２２７ ㎜ ㎜ 高 鍋 町 ふ 肉繁・肥 ３，９５７ ドぞ頂孚み禎土芥班不ドドｍ
２２８ ㎜ ㎜ 高鍋町 肉繁 １，０１８ ☆

２２９ ㎜ ㎜ 高鍋町 肉繁 ６２０ ㈲白川手証Ｆｙ ：ヌ写不作フＴＪＴｙＴ回
２４０ ㎜ ㎜ 高鍋町 肉繁 ４３ ☆ ゝ ヨ▼

２５０ ㎜ ㎜ 高鍋町 肉繁 ４３ ｜み且こでＴＵ只写` ｙＲ回
２５６ ㎜ - 高鍋町 豚 ２，０１４ ☆ ▼

㎜ ☆：ＰＣＲ陽性ｙ：殺処分完了◇：消毒完了２６６ ㎜ 高鍋町 肉繁 ６７ 焼 Ｔ恥＝蕎不ＷＴｎ
２７９ ㎜ ㎜ 高鍋町 肉肥 ３３２ ㈲玉ト訴霞叩阿珊珊薦孤リ

‘ 埋 却 地 選 定 ～ 殺 処 分

殺処分終了～埋却・消毒
ド

ド梓４ｉｉ孵碑外貨毎４手刀ツ’ １ ｀ ’ ゛ ｀

１、

・ ● ・ か ● ● ｆ ・ ●
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宮崎県児湯郡高鍋町・新富町周辺の発生状況について
’ ｊ ∧ ・ ， 平 成 ２ ２ 年 ６ 月 １ ２ 日
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宮崎県におけるロ踏疫疑い事例（都城市；１８，０例目）に対する経緯等について

ＩＩヨ１１１１１７７-１＼
農場住所：宮崎県都城市
自宅住所：同上＼
：飼養状況：黒毛和種（肥育）２，０．８頭

- ｍ 爾
６ 月 ９ 日 動 物 衛 生 研 ｍ 検 体 到 稗
６月１０日 ＰＣＲ（わ結果判明１血液１検体のみ陰性で他はすべて陽性。

１８

２ 経

４ 疫
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ｌ；｜！８（ｌｌｌ）例目
（都城市

百果写真

２１



宮崎県におけるロ蹄疫疑い事例（西都市；ｉ８３例目）に対する経緯等について

ＩＩ■四１ｒｒｌ
農場住所：宮崎県西都市
事務所住所：宮崎県西都
飼養状況：黒毛和種（肥育）約５５０頭

Ｅ-ＩＥ国胆
６月１０日
６月１１日

動物衛生研究所に検体到着
ＰＣ前節果判明。３検体で陽性を確認。

、ブ
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１１２８３例ノ目
（西都市

周辺写真
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宮崎県における口蹄疫疑い事例（日向市：ｇｇ，４例目）に対する経緯等について

ｌ■蜃１１悪口
農場住所：

宮崎県日向
飼養状況：黒毛和種（肥育）３４９頭

ｌ；皿爾罫回珊
６月‘１０日
６月１１白

動物衛生研究所に検体到着
ＰＣＲ結果判明。５検体中５検体で陽性を確認。

２５

２ 絹

４ 疫 学
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（日向市：・
ｉ；｜！８．２１ム例目

周 辺 写 真
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宮崎県にお・けるロ蹄疫疑い事例（宮崎市’；ｉ．８５例目）に対する経緯等について

こ Ｉ Ｚ Ｚ 。 ； １ １ ● Ｚ ， ●
・ 璽 皿
農 場 住 所 ： 芦 崎 県 宮 碕 市 ㎜ ’

自 宅 住 所 ： ／ ＿ ’
飼 養 状 況 ： 豚 ＼ 繁 殖 １ １ ５ 頭 、 育 成 ６ 頭 、 子 ６ ０ ０ 頭 、 肥 育 ６ ０ ０ 頭 雄 ４ 頭

＿ 合 計 １ ３ ２ ５ 頭

１検査の状ｉｌ
６月１０日
６月１１日

４疫学情報

動 物 衛 生 研 究 所 に 検 体 到 着 。 一
ＰＣ１４の結果判明。。３検体中３検体で陽性を確認。
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農場名
（ＰＣＲ判定日）

２８０例目
都城市

㎜
肥育経営
（６月１０日）

… … … ： ” ∴ ク ト

発生農場に関する疫学関連情報の比較（都城関連ｓ６月１１日現在）

２０１０刈／１２１５：４６

飼料一敷料関連
（運搬車両含む）

堆肥関連（ふん尿の処理方法等）
（搬出の有無、搬出先等運搬車両含む）

数字の（＊＊／＊＊）は疫学関連農場の調査状況を示す。、

家 畜 （ 死 亡 家 畜 合 む ） 関 連 レ ｀ 人 関 連
（ 出 荷 、 導 入 等 ） （ 獣 医 丿 師 １ 人 工 受 精 師 等 ）

疫学関連農場調査票（取りまとめ版） １
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発生農場に関ずる疫学関連情報の比較（西都関連：６月１１日現在）
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２８３側目ｌ
西 都 市 ‘

㎜ Ｉ ・

肥 育 経 営
（ ６ 月 １ １ 日 ） ｊ

疫学関連農場調査票（取りまとめ版） １
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ぶ・

「‾薪」

農場名
（ＰＣＲ判定日）

２８４例目
日向市・
㎜
肥育経営
（６月１１日）

発生農＝場に関する疫学関連佃報の比顧（日向関連＝明１１日現在）
字の（＊ｉり／・ｉ呼）は疫学関連農場
家畜（死亡家畜含む）関連
・（出荷、導入等）

疫学関連農場調査票（取りまとめ版）

人関連
（獣医師、人工受精師等）

２｛｝１０／６／１２２Ｍ２

飼料-敷料関連
（運搬車両含む）

堆肥関連（ふん尿の処理方法等）
（搬出の有無、搬出先等運搬車両含む）

１
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発生農場に関する疫学関連情報の比較（宮崎関連：６月１１日現在）
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’
＝
＝
．
’

１１１１１１１１１１１１１㎜１１１１１１１１１１■１１１１

に ‖ ｌ 甫 ｉ 拙 φ ｎ ｔ ▽■｜｜｜｜｜｜｜｜㎜■㎜㎜㎜-｜㎜｜｜｜１１１１

泌１１～

｜｜｜！｜川
ＴｔｉｉＪｉｉｉｌ涵Ｃｊｉ峨

- - - -
｜ ｜ Ｉ Ｉ ■ ● - ■
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，ｉｌｊｉｌｌ匪幽］，ｊｊｉ］６而而力而ホＬＩ‖ｉ‖ｉ
柄慧９１１＝ｓ聖∩川子ド川１

‾。

川｜｜｜｜ぷ拙肖；？！！ｔ景，。

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ -
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｛
」

区分

∧ワクチン接種対象△

ワクチン接種済み実績ｌ（５／２２～６／１２）
- ’ - ● ． Ｉ Ｉ ° Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ ． ■

し 未 接 種 戸 数 ・ 頭 数 １ ダ

高 鍋 町 し

ニ 宮 崎 市

Ｉ-ゝ・．ふ ¶㎜・Ｉ．-゛■■■・■Ｉ

ヮ，ク，＝ｉ１１加接種ｊｌｉ；ｔ％）………万Ｊｊ，． ■ ｄ ’ Ｉ ． ゝ ． ・ ・ ｀ ｉ

※その他、

戸 数

-
●Φ●＝．
’ １ ’

ヤ……∧……：ｊＪｊ，＝１
●・｜゚１●●●ｊ・

-ワクチン接種実績表

牛

９ ５ ７ ．
「 Ｍ
・，；Ｉ・・ｋ．

頭数

４５．９７！

４５．９４４

２３１

-

１４
一

一

：９９ｊト

９５４１

１

． １

１．

１（接種了承）

９９Ｌ７

戸数

１６１

６６

０

ご１００．０

豚

頭数

７９．６０３

７９，６０３

０

１００．０

□ 暫 順 口

．こ９９．９８

２３

１２５，５４７

Ｉ - ． ｀ -

１２１１，５７４

頭数

平成２２年６月１２日作成

合 計 ◇

Ｉ 戸 数

一

‾１・．６１３

一

一１．０２０，

一一

ご………３

９９．７

同意を得ているものの、保定ができず接種不可（西都市、牛農家１戸４頭）、②いのしし農家（新富町１戸６０頭、西都市４戸２０頭）あり

皆
川
尉



１６

１４

１２

１０

８

ぶ●
「Ｑ

６

４

２

０

（戸）

● ｌ ｆ

口蹄疫発生農場数の推移【牛・豚】
＝ 牛 発 生 農 場 数 ＝ 豚 発 生 農 場 数 一 累 積 発 生 農 場 数

（累積発生農場数は右軸参照）

Ｎｍ
ｌ

Ｈ
　

Ｈ
　

ｎ
　

ＵＨ
　

ＧＲ
ｎ

２８８戸．
（うち１戸は山羊農家）

【
尽
こ

「尽ｍ
」

【
尽
こ

【
妬
こ

【
尽ｍ
】

【
尽
昌

’
【
尽
巴

「
尽
コ
」

【
原
｀
】

【
尽
巳

「
尽
心
」

【
妬
乙

【尽ｍ
】

「尽ｍ
」

【尽Ｑ
一

【
尽
巳

【
尽
乙

【
尽
～
】

【
尽
９
】

【
尽
ａ
】

１
１
Ｈ
】

｛
妬
昌

「
耶
口
」

【
Ｅ
Ｈ

【
耶
ｏ
ご

【
尽ｏ
｀
】

【
乖
ご

【
尽
ｏ
ご

「
屋
口
」

「’尽々
」

【
尽
コ
】

【
尽
｀
】

「
尽
Ｑ
」

【
原
め
】

【
原
コ
】

’「珊々
」

【享`
一

「
尽
刳
」

【
尽
昌

．
【
尽
ご

【
尽
｛
｝

【
尽
乙

【忌ｍ
】

【
聊
Ｓ

【Ｉｏ
】

【
尽
ご

【
珊
ｏ
】

【屋【】

Ｕ
【
尽
｛
｝

コ
な
【
尽
２

ｏ
く
？
【
尽
巴

ｆ Ｎ ｍ 吋 ぱ １ ・ ｕ 】 ト ａ 】 ａ Ｏ ｒ ・ Ｎ ｍ 寸 １ ｎ ｔ ｏ ｒ へ ○ ｏ ａ ｏ - Ｉ Ｎ ｍ 寸 ば ｌ ｕ ） 卜 （ ｘ ） 【 乃 ○ ｛ ｒ 哺 Ｎ ｍ 寸 哨 ｕ 】 【 ｘ 】 印
Ｘ ｀ ヽ 、 べ 、 Ｘ ヽ 、 Ｘ ｀ ヽ 、 ｀ ヽ 、 ｆ ・ り ー ・ Ｈ Ｈ ｒ ｌ ｒ ｉ ｒ Ｄ 一 一 ｉ Ｈ 。 ｉ Ｎ ｒ ｀ Ｑ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｍ ｍ ｀ 、 ｀ ヽ 、 ｀ ヽ 、 ｀ ヽ 、 ｀ ヽ 、 ｀ ヽ 、 こ こ Ｘ ｀ 、 、
１ ｎ ’ Ｌ ／ １ 哨 Ｌ ｎ ｌ ｊ ｌ Ｌ ｎ は Ｉ Ｌ ｎ ｘ ｀ 、 ｀ ヽ 、 Ｘ ｀ ヽ ヽ 、 、 べ 、 ｘ ゝ へ 、 ｀ ヽ 、 Ｘ ｀ ヽ 、 ＼ ｀ 、 ｀ ヽ 、 ｘ ｀ ヽ 、 ＼ ｀ 、 ｀ ヽ ヽ 、 ＼ ＼ Ｑ Ｑ ｕ ） ｔ ！ ） Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ Ｕ ）・・１ｎＬｎＵｌｔｎＬｊｌＬｊｌ ’ ｕ ｌｕｌＬｊ ‘ ｉ Ｌｊ ‘ １ Ｌｎ．ＬｎＬｊ ‘ Ｓ ば１・Ｌ／ＩＬｎＬｎｌｎＬ／ＩＬｎｕｌＬｎ

Ｕ
【
尽
｛
｝

Ｎ
【
尽
【
】

Ｗ
Ｉ
【
尽
ご

蕪
尽
賠
州
翻

（戸）
Ｔ３５０

３００

２５０

２００

１５０

１００

５０

０



採材月日：平成２２年６月２日
採 材 場 所 ： 西 都 市 ７
番号 検体番号 ＬＰＩ∃Ｅ（○）｜農場名・ 畜種 個体識別番号（豚は月齢等） ワクチン接種

１ １ - １ ６ ４ ㎜

牛（肥育） ５月２４日

２ １ - ２ ・ ３ ２ ㎜

３ １ - ３ ９ ｎ ㎜
・４ １ - ４ １ 只 １ ㎜

５ １ - ５ ㎜

６ １ - ６ ㎜

７ １ - ７ ㎜

８ １ - ８ ㎜

９ １ - ９
｀ ゝ こ ご Ｉ Ｒ ウ ㎜

１０ １ - １ ０ ， ㎜

１１ ２ - １ ６ ４ ． ㎜

牛（肥育） ５月２４日

１２ ２ - ２ ， １ 削 ㎜

１３ ２ - ３ ㎜

１４ ２ - ４ ㎜

１５ ２ - ５ ・ ９０
く３２
４５
４５
く３２
ｊＦｉ

１６ ２ - ６

１７ ２ - ７

１８ ２ - ８

１９ ２ - ９

２０ ２ - １ ０

２１ ３ - １ 〉＝３６２
〉＝３６２
〉＝３６２

牛（酪農） ５月２５日‘

２２ ３ - ２ ‘

２３ ３叶３
２４ ・ ３ - ４ ’ ９ ０ ㎜

２５ ・ ３ - ５ ク ㎜

２６ ３ - ６ ク ㎜

２７ ３ - フ ㎜

２８ ３ - ８ ㎜

２９ ３ - ９ ， ㎜

３０ ３ 一 １ ０ ㎜

３１ ４ - １ 〉 ３ ６ ２ ㎜

牛（酪農） ５月２５日‘

３２ ４一一２ ㎜

３３ ４ - ３ ㎜

３４ ， ４ - ４ ㎜

犬３５ ４． - ５ ㎜

３６ ４ - ６ ㎜

゛３７ ４ - ７ ㎜

３８ ４ - ８ ㎜

： ３ ９ ’ ４ - ９ ㎜

４０ ４ - １ ０ ． ㎜

４１ ５ - １ ４ ５ ㎜

豚

白 １ ４ 母 豚 ○ 産

５月２３日

４２ ５ - ２ ９ ０ ㎜ 白４３７母豚５産
４３ ５ - ３ ４ ５ ㎜ 白５０２母豚２産
４４ ５ - ４ ４ ５ ㎜ 白５４３母豚１産
４５ ・ ５ - ５ １ ８ １ ㎜ ‥４か月齢

’ ４ ６
５ - ６ 〉 ＝ ３ ６ ２ ㎜ ４か月齢

４７ ５ - ７ 〉 ＝ ３ ６ ２ ㎜ ４か月齢
４８ ５ - ８ １ ８ １ ㎜ レ ・ ４ か 月 齢
４９ ５ - ９ ９ ０ ㎜ 幼 咽 齢
５０ ５-¬１０ ㎜ ４か月齢

４３



５１ ６ - １ １２８
４５
く３２
１８１
９０

・ １ ２ ８ 豚

く３２
１２８
く３２
く３２

肉豚５か月

５月２３日

５２ ６ - ２ 肉豚５か月
５３ ６ - ３ 肉豚４か月
５４ ６ - ４ 肉豚４か月
５５ ６ - ５ 肉豚６か月
５６ ６ - ． ６ 肉豚６か月
５７ ６一一７ 母 豚 ６ 産 ｊ
５８ ６ - ８ 母 豚 ６ 産
５９ 、 ６ - ９ 母 豚 ６ 産
６０ ６ - １ ０ 母 豚 ○ 産

４４



症状確認日
（検体採取日）

５月２３日
-
５月２４日
-
５月２５日
-
５月’２６日
-
５月２７日
-
５月２８日-
５月２９日-
５月３０日
-
５月３１日
-
６月１日

-
６月２日

-
６月３日、

-
６月４日
-
６月５日

-
６月６日

-
６月７日ぺー
ヽ６月８日
-
６月９日
-
６月１０日
-
６月１１日

疑似患畜の症状確認日（検体採取日）とワクチン接種日の関係（２８８例目まで）

２２日 ２３日

１

３

２４日
-
ふ心９ｊ柚！・

１-

１-

１-

３-

３-

１-

２

２５日

１

牛

２-

２-

１-

１

２６日

｜-

２-

５-

２

２

２７日 ２８’日

１-
１

ワクチン接種日

２９日

１

２２日

１-

１-
１

２３日

１

１

２４日

１

１

１-
２-
１

豚
２５日

１

１

１

１

２６日 ２７日 ２８日

Ｉ；；，ｊ

ｌｌ・ｊ
ｔ‘し’ｌ

２９日
接種後
経過日数 牛 豚

１ １ｆ １
２ ４ ２
３ ｀ ３ １
４ ・１１ ２
５ ．１１ １
６ ３ ０
７ ５ １
８

・ ｌ ｌ ’

… … … … … ３ ・ ，
ｉ ｆ ● ・ １

９ ム∧１）ト ３
犬１０ ＩＩｒｌｄ・ゝＩＳＩ・

‘゚・……゙ ″ｌｌｌｉ‘’，，゚ ・１．１‘’，ｉｌｆ‘
- １

１１ ／……ｌこれぐｊ．ＩＩ●９４ ０
１２ ｙ‘ノバ，，ごぐ（ス，・

臣ム２べ……ご‘． ０
１３

・喝-・-●Ｗ-

ニ………Ｏ……ｊシＪｙ ２
１４`

｀ ・ 「 ’ ミ ● ～ ＝

ノノ．ｙｏ……Ｊ，， ０
１５

-ｊ・〃ｌ-■
ぐ……ｊ………１バ………ｊＪＩ 寸ｙで`！ｊＪｊ；１１・ ． ４

１６
４〃ミ１之゜●゛ごミＩ
ｉ ・ ’ ‘ ． ｉ ・ λ

⑤……Ｏｌｙｙｊ．！１・７．‘，
① ］ 仁 レｆｉｌｓｉ●●

１７
■．㎜●●-¶●

几………ｉ……，ヅぐ……

“Ｉ‾●．ミ四●←■

ミくゝ 宍：ヅ．ブ１∧ピム

１８・．

● ・ ● ・ ｊ ● - -

＼ ］ 言 ｔ ミ う 言・１・ｊｊ．，．‘Ｉ・ｌ．ｊ’
二 ６ ぐ … … … …
∵｀‘ｊ．・’Ｉ・’‘’ｙ’戸’‘

１９
』ら-●●ミ

………１１こＪ！Ｏこ，１・ｌｊ・・ Ｉ Ｉ Ｆ ¶ -

’Ｉ●●１１●ｊミ●

甘ぐ卜］……ｊ，，ｉ

こ２０ ① ｄ ∧ ｊ・・‘牡゛’●‘１．●

■■ＩＦＬ・１１

］ 』 ： レ



発 生 農 場 周 辺 の 清 浄 性 確 認 の 強 化 に つ い て１ １ １ １Ｓ・

ぺ鄙皿三］］

１現在、発生農場の確認時には、直ちに疫学調査を行い、：飼養管-
理者が共通している農場の家畜を疑似患畜としでいるほか、獣医
師、飼料運搬車等が共通している疫学関連農場については、立入

ｉうとと
認 し て い る 。-

ょ ２ ま た 、

に １４日

る聴き取り等により清浄性を確認している。

によ！ｓ

３-方、ウクチン接種後に確認された最近の事例（都城市や宮崎
で発生が確認さ

れているが、疫学調査においてｉま、現在のところ、こうした農場

４こうした状況を踏まえ、遠隔地で 生が めら た 合には
当該地域における浸潤状況をより迅速・効果的に把握するため、
これまでめ取組に加え、近隣の農場（尭生農場周Ｉ辺ｌｋｍ程度）に
つ い 材 血 液 、 ス ワ ブ

を実ｊｙｆｌｉし清浄性を確認する。
ｉ・い ＰＣＲ び ＥＬＩＳＡ

１



（参考）

都城市での発生にかかるサンプリング

１対象戸数（発生農場から概ねｌｋｍ以内）
８ 戸 （ １ １ 農 場 ） ▽ ・
う ち 牛 飼 養 農 場 １ ０ 農 場

豚飼養農場一一１農場

２サンプルサイズ
‾農場当たり最大１０検体（無作為抽出）

３ 検 査 方 法 ‾
・ＰＣＲ検査（５検体ずつを１試料とする）
・ 抗 体 Ｅ Ｌ Ｉ Ｓ Ａ 検 査 ト

４ 採 材 日 一 … …
＼６月１２日（今後、動物衛生研究所で検査を実施）

２



’` ＆４` ＼ａヘイメＪ゙ ＼ｙ・．

９ｉめ；？“ｒ・・．｜．万刄ｉ・ｔｔ・瓦、．声、Ｌ、

３



各都道府県畜産主務部長殿

口蹄疫の初動防疫対策の徹底について

ｊ
Ｉ

ａｌＥｊｙＵ三回

２２消安第２２８９号
平 成 ２ ２ 年 ６ 月 ９ 日

農林水産省消費・安全局動物衛生課長

貴職におかれましては、日頃より家畜衛生行政の推進に御尽力いただき、ありがと
う ご ざ い ま す 。 ＼ 、 ▽
また、宮崎県において発生したロ蹄疫について、ダ貴都道府県からも人員派遣等によ

る 防 疫 推 置 へ の 御 協 力 を 頂 き 、 重 ね て 感 謝 申 し 上 げ ま す 。 一 ＼｜ Ｊ Ｓ
６月７日、移動制限が解除されたえびの市において、口蹄疫疫学調査チーみによる

第２回。現地調査及び検討会を行った結果、同市の４例の発生農場では、埋却地の確保
がスムーズに行われ、いずれの事例にっ１、ヽヽて、も殺処分、埋却等の防疫措置が速やかに
完了しており、本病のまん延防止には、早期発見・早期通報、迅速な殺処分、埋去ｐ等
が 必 要 で あ る こ と を 、 改 め て 確 認 し た と こ ろ で す 。 ／
このため、万一、貴都道府県において本病の発生が確認された場合に、家畜伝染病

予防法０１肩口ｊ３年法律第１６・６号。）及び口蹄疫対策特別措置法（平成、２２年法律第
４４号。以下Ｆ新法）という。）並びに口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針（平成
：レ６年１２月１１日農林水産大臣公表。以下「防疫指針」という。）に基づく防疫措置を
速やかに講じることができるよう、下記事項に御留意の上、初動防疫対応に万全を期
。 さ れ る よ う お 願 い い た し ま す 。 ∧ ‥ １

「記

１ 早 期 の 診 断 及 び 殺 処 分 に つ い て ｀ ＼ ・ 、 ▽
（１）本病を疑う異常畜について通報があり、都道府県家畜保健衛生所の家畜防疫員
・が当該農場の立入検査を行う場合には、同居畜を含め、鼻腔、口唇、口腔、舌、蹄

部、乳頭部等を中心どした臨床検査を徹底すること。その際、すべての異常畜（異
常畜が多数便）：§易合は代表的な数頭）の病変部位の写真を鮮明かつ十分に撮影するこ

４



と 。 ＿ ア 。 、 て
（２）当該都道府県家畜保健衛生所は、当該写真及ぴ飼養状況や病歴等の疫学情報（不
明疾病の現地調査察等）を都道府県畜産主務課を経由して直｀らに当課に送付するこ
と 。 、 ／ ∧ ／ 犬

（３）当課は、送付された情報に基づき、また動物衛生研究所及び必要に応じ専門家｀ Ｉ Ｉ ｌ ｊ ●
-の意見を踏まえ、本病である可能性が極めて高く直ちに殺処分する必要があると判
定 し た 場 合 に は 、 都 道 府 県 畜 産 主 務 課 に そ の 旨 連 絡 す る 。 ＼ ｀ △

（４）当該連絡を受けた都道府県畜産主務課はミ当該異常畜とその同居畜を疑諒三言
と判定する。また、当該連絡を受けてから２．１４時間以内を目途に異常畜を殺処分す
るよう努めること。この場合においても、防疫指針に基づき可及的速々かに動物衛
生 研 究 所 に 病 性 鑑 定 用 材 料 を 送 付 し 、 精 密 検 査 を 実 施 す る こ と 。 ▽
（５）（３）以外の場合は防疫指針に従い病性鑑定を実施し、その結果に基づき対応すｉ ・ １
る こ と 。 ＿ 。

（６）都道府県家畜防疫員は、病性が決定されるまでの間、異常畜の所有者Ｉに対レ
防疫指針に基づき飼養家畜力隔離、農場への立入制限、農場の応急的な消毒等を指
導 し 、 病 原 体 の 散 逸 防 止 を 図 る こ と 。 ． ｓ ｌ

２ 発 生 確 認 後 の 措 置 レ 。 ＿
都道府県畜産主務課は、１の（４）の病性の決定後、直ちに次の措置をとること。
（１）当該疑似患畜は、当該農場内で直ちに殺処分するこ、と。また、当該疑似患畜
の 同 居 畜 に つ いて も 疑 似 患 畜 と し 、 速 や か に 殺 処 分 す る こ と 。 ご … …

（２）埋却地をあらかじめ当該農協又は当該農場の農場周辺に権保すること。やむ
を得ない事情により、これらの土地を確保できない場合には、関係機関や周辺
・住民と協議しだ上でレ公有地（国。県等）を刹用すること。この際、埋却地へ

の家畜の移動に際しては、当課と協議しミ死体等を密閉するこ・と等による十分
な 病 原 体 の 拡 散 防 止 措 置 を 講 じ る こ と √ ’ 。

（３）発生農場及び周辺農場の外周部をビこ二-ルシートで遮蔽すること等により、
病原体の散逸を防止するとともに、消毒薬、殺鼠剤、殺虫剤等を的確かつ迅速
に 使 用 し 、 昆 虫 、 小 動 物 等 に よる 病 原 体 の 拡 散 防 止 に 努 め る ’ こ と 。 ＜

（４）発生農場における疑似患畜の処分、埋却等の防疫措置を行なう際には、病原
体の拡散を防止するために、農場周辺の通行の制限を実施するこ：。。と。この際、
道路への消毒薬の散布（散水車の活用を含む。）などにより、周辺の消毒を徹底
す る こ と 。 ‾

（５）道路等における消毒ポイントについては、本病の発生確認直後から、発生農
場への取付道路、周辺道路、農道若しくは幹線道路を含めて、、車両等による病

５



｀原体の拡散防止が徹底できるよう、路線等を確認の上、通行経路の違いによっ

て漏れがないよう設置を工夫すること。また、畜産関係車両や防疫作業車両の
厳重な消毒に加えて一般車両の消毒も実施するこ、と。ｌ ｓ ・ 〃

（６）防疫措置の実施にあたっては、 ‘あらかじめ発生農場内に炭酸ソーダ等の消毒
薬を散布すること等により、粉じんの飛散を防止するとともに、防疫指針第２
の３め（８）（防疫従事者の入退場時及び退場後の留意点）に従い、発生農場か
らの病原体の散逸防止に努めること。＼、

（７）移動制限区域内の農場の。リストアップを行うとと、もに、これらの農場に対す
る電話による聴き取り等により、速々かに周辺農場における異常畜の有無を確
認 す る こ と 。 ト ’ ＿ ぺ

３ 発 生 に 備 え た 体 制 整 備 等 ‾ レ ノｒ - ’ ｉ ● -’ （１）宮崎県において発生している口蹄疫は強い伝播力を有し、本病に特徴的な臨

床症状を明確に示していることから、既に「宮崎県におけるロ蹄疫の疑似患畜
の確認に係る防疫対策の再徹底等について（平成２、２年４月２８日付け２２消
安第１１０７号農林水産省消費・安全局長通知）」でお知らせしているとおり、
その症状を生産者、獣医師づ
見 ・ 早 期 通 報 を 徹 底 す る こ と 。 グ

（２）家畜の所有者による埋却地の確保が困難である場合に備え、あらかじめ市町。 Ｆ ■ Ｉ ●
村と協議を行い、地域毎に十分な埋却予定地を確保しておくこと。

（３ｙ本病の発生が確認された場合には、速やかに周辺農場における異常畜の有無
の確認や消毒措置の徹底等を実施することが必要であることから、日頃から農
場ジヌトを整備するとともに、地図情報システム等を活用して農場所在地の把
握 。 ・ 整 理 す る こ と 。 ｀ ‾ ＿

（４）速やかに発生農場における殺処分、埋却、消毒等の防疫措置を完了するため、
隣接県や市町村との連携体制や県内の人的支援体制及び指揮命令系統め整備等

／ ｀ を 検 討 す る こ と 。 。 レ ト

６



１

生

ワクチン接種農場の飼料及び排泄物等について

匹 垂 ］

ワクチン接種め有無に限らず、疑似患畜が確認された農場（発
の 泄 、 飼 、 生 乳 液等（以 「

等」と１、ヽ・モ５・。）については、病原体により汚染し、または汚染し

たおそれのある物品

どされている。

２ 一 方 、 口

毒することと

泄物等については、家伝法に基づ＜汚染物品には該当しないが、-
（１）ワクチン接種では、
きないこと、

ルスヘ の 感 染 を 完 に ぐことはで

（２）接種農場では、ワクチン接種により感染しても症状が１１１１えら

から、・こう

不活化に必要な措置を行う必要がある。

３具体手的な処理の；
いて、今後検討する。

について１

７

しいこと

かつ合理的な方 に つ



（ 参 考 ） ’ … … … ‾● 。 ●

娠 家 伝 丿 去 抜 粋 ＼ 。 レ レ
（汚染物品の焼如等の義裡ド
第二十三条。家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者（当
該物品が鉄道、、軌庫、自動車、船舶又は航空機により運送中のものである場合には、当該｀ Ｓ ● ●
物品の所有者又は運送業者６以下この条において同じ。）は、家畜防疫員が農林水産省令で
定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく４当該物品を焼却し、埋却し、又は消毒
しなけれぼならない。ただし、家きんサル毛ネラ感染症の病原体により汚染し、又は汚染
したおそれがある物品その他農林水産省令で定める物品は、指示を待たないで焼却し４埋
細 し 、 又 は 消 毒 す る こ と を 妨 げ な い 。 ‥ ノ 。

２前項の物品（同項ただし書の物品を除く。）、の所有者は、同項の指示があるまでは、当該
物品を焼却し、埋却し、又は消毒しではならず、また、家畜防疫員の許可を受けなければ、
これを他の場所に移し、使用し、又は洗じようしてはならない。・

３家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第一項の物品（同
項ただし書の物品を除く。）について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、埋却し、
： 又 は 消 毒 す る こ と が で き る 。 ご ダ ・

４伝達性海綿状脳症の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者に対すｒ ■ ゝ 、
る第一項本文及び前二項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、埋却し、又
は 消 毒 」 と あ る 、 の は 、 「 琥 却 」 と す る 。 ∧ 一

※ 指 針 抜 粋 ・ ▽ ・
第 ２ 防 疫 措 置 １ ＼
３ 発 生 地 に お け る 防 疫 措 置 １ 、゜ ； ｜
（ ６ ） 汚 染 物 品 の 処 理 一 ＿ - 。

汚染物品は、患畜等め生乳、精液等の生産物、排せつ物及び排せつ物を含む敷料等並
びにこれらに接触し、又は接触したおそれのあるものとし、原丿白１リとして、’次のとおり
焼 却 、 埋 却 又 は 消 毒 を 行 う 。 ＼ ト ‾ ヘ フ

ア疑似患畜の死体薯解体した一部（肉、骨、臓器、皮等）・は、焼却又は埋却をする。
イ家畜の生乳√精液等の生産物は、酸化又はアルカリ化した後、死体等とともに埋却

す る 。 ∧ ＿ 、
ウ家畜の排せつ物及び排せつ物を含む敷料等は、焼却又はｊｌｌ１却を原則とする。これが

困難な場合はは、拡散防止措置を行った上で堆肥化する（発酵消毒）’。①
工飼料、乾草及びわらは、焼却又は埋却を原則とする。これが困難なｊ易合には、家畜

及び飼養者が接触した部分を焼却又は埋却をする。また、感染源でないことが確
実と判断できるものであって、サイレージ以外のものは、くん蒸等の方法で確実

一に消毒したＪもののみ、発生農場での利用を認めることとする。
オ畜舎及び農作業に用いだ車両器具類は、清掃後消毒する√
カ家畜管理用具類は、金属製用具等消毒が容易なものを除き、｀焼却又は埋却をする。

自
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家畜伝染病予防法施行規則家畜伝染病予防法１蛮行規則

家
畜
伝
染
病
予
防
法
等
関
係
。

・
別
表
第
二
（
第
二
十
九
条
、
第
三
十
五
条
関
係
）

一
焼
却
の
基
準

焼
却
、

埋
却
及
び
消
毒
の
基
準

２？６２２７

死
体
の

焼
却

物
品
の

焼
却

焼
却
を
行
な
う
場
所

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
所

１
死
亡
獣
畜
を
焼
却
す
る
施
設
を
有

す
る
死
亡
獣
畜
取
扱
場

２
‘
人
家
、
飲
料
水
ご
Ｍ
川
及
び
道
路

に
近
接
し
な
い
場
阪
で
あ
っ
て
日
常

Ｕ
Ｅ
Ｉ
畜
が
接
近
し
な
い
場
所

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
町

１
焼
却
炉

２
人
家
、
飲
料
水
、
河
川
及
び
道
路

に
近
接
し
な
い
場
所
で
あ
っ
て
日
常

家
畜
が
接
近
し
な
い
場
所

二
埋
却
の
基
準

焼
却
ぃ
の
方
法

｀

Ｉ

■

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法

１
焼
却
炉
に
よ
る
と
き
は
、
そ
の
装

置
の
通
常
の
用
法
に
よ
る
。

２
主
と
し
て
薪
を
用
い
る
と
き
は
、

次
の
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
る
。

倒
燃
料
ｔ
・

当
該
死
体
を
焼
却
す
る
に
十
分

（
死
体
重
量
の
約
二
倍
量
）
の
薪
及

び
補
助
燃
料
’
（
わ
ら
、
午
草
、
夕
Ｊ

ル
、
石
油
、
ガ
ソ
リ
ン
等
）
を
用

いる。

㈲
大
家
畜
（
牛
馬
）
を
焼
却
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
縦
横
各
ニ
メ
ー

｀
ト
ル
、
深
さ
○
・
’
七
五
メ
ー
ト
ル

の
穴
を
掘
り
、
こ
れ
を
外
穴
と
し
、

そ
の
周
壁
を
少
し
内
面
に
傾
斜
さ

せ
、
更
に
外
穴
の
底
に
縦
横
各
一

メ
ー
ト
ル
、
深
さ
〇
・
七
五
メ
ー

ト
ル
の
内
穴
を
掘
っ
て
埋
設
部
忙

あ
て
る
。
内
穴
の
底
に
は
、
わ
ら

等
を
厚
さ
約
０
．
・
一
五
メ
ー
ト
ル

に
敷
き
、
タ
ー
ル
等
を
ま
き
、
そ

の
上
に
薪
を
積
み
、
外
穴
の
底
に

。
死
体
を
さ
さ
え
る
に
十
分
な
鉄
棒

を
横
た
え
、
そ
の
上
に
腹
部
を
下

に
し
て
死
体
を
載
せ
わ
ら
に
点
火

し
て
完
全
に
焼
却
す
る
。
（
地
形
等

を
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
方
法

に
準
じ
。
て
僥
却
す
る
。
）

㈲
大
家
畜
以
外
の
象
畜
を
焼
却
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
㈲
の
方
法

に
準
じ
て
焼
却
す
る
。
。

̶
焼
却
炉
に
、
よ
る
と
き
は
そ
の
装
置

の
通
常
の
用
法
に
よ
る
。

２
当
該
物
品
を
焼
却
す
る
。
に
十
分
な

量
の
薪
、
・
わ
ら
等
を
用
い
て
完
全
に

焼却するＩ・

摘

要

Ｉ
焼
却
後
に
残
っ
た
骨
及
び
灰
は
な

る
べ
く
土
中
に
埋
却
す
る
こ
と
・
。

２
焼
却
し
た
場
所
及
び
そ
の
附
近
の

場
所
は
、
消
毒
す
る
こ
と
。

̶
残
っ
た
灰
は
な
る
べ
く
埋
却
す
る

こと。

２
敷
料
等
は
散
乱
し
な
い
よ
う
に
注

意
す
る
こ
と
。

ｎ 煙 死
却 休
の’

・区

分

び近
密接人管し家・がな`
ｌｊＦ詣
し所水
なでヽいあ河
宍 § 且
日び
常道
人路
及に

２ １ 次
人 に す に
及近入る死掲び接寂死亡げ
寂し一亡獣る
畜な飲獣畜いがい料畜をず
ｌｊｌＪ４ｔニ’゙ｓｌ２贈治
しで河場すの
；？ミ靉．辞
凛 て び 設所 日 道 を
常 路 有

埋
却
を
行
な
う
場
所

’ ２ １
土 等 土 い る 卜 を
で を 質 て 死 ’ ゜ ル 入 埋
お も の か 体 以 れ 却
お つ 軽 ら の 上 て す
う て い 土 上 ’ の も る゜ 宛 ・ 土 で に 余 な 穴
体 地 ・ お は 地 お は
を に お 厚 ’ を 地 ｀
お お ， く 残 表 死

ケ お い 凡 生 す ま 休
つ で た 石 深 で 又
て は 逆 灰 さ 一 は
か石｀｀をご・とメ物

／ ． ら 片 ≒ ま す ｌ 品

埋
却
の
方
法

３ ２ ≒ 記
期 種 る 載 理

そ 間 理 頚 病 理 し 却
の 却 名 却 た し
他 し 裴 し 標 た
必 た び た 示 場
要 ， 年 客 死 を 所

／ な 月 体 し に
事 日 に 又 て は
項 及 あ は お ｀

び つ 物 く 次
発 て 品 ご の
掘 は に と 事
禁 そ か ゜ 項

一 ． 止 ． の か を

摘

要

家
Ｅ
染
病
予
｀
一
一
一
法
等
関
係

（○
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三
家
畜
伝
染
病
予
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関
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三
消
毒
の
基
準

家ｌｌｉ伝染病予防法施行規貝」
１

家畜伝染病予防法施行規則

種
類
̶蒸気消

毒煮
沸
消

毒薬
物
消

毒

方

法

消
毒
目
的
物
を
消
毒
器
内
に
格
納
１
　
　
た
後
な
る

べ
く
消
毒
器
内
の
空
気
を
排
除
し
て
か
ら
流
通
蒸

気
を
用
い
て
消
毒
目
的
物
を
一
時
間
以
上
摂
氏
百

度
以
上
の
湿
熱
に
触
れ
さ
せ
る
。

消
毒
目
的
物
を
全
部
水
仲
に
浸
七
、
沸
騰
後
一

時
間
以
上
煮
沸
す
る
。
、

１２

消
石
灰
に
よ
る
消
毒

生
石
灰
に
少
量
の
水
を
加
え
、
。
消
石
灰
の
粉

末
と
し
て
直
ち
に
消
毒
目
的
物
に
十
分
に
さ
ん

布
す
る
。
‘
ヽ

サ
ラ
シ
粉
に
よ
る
消
毒
・

消
Ｅ
Ｗ
ｊ
Ｅ
に
十
分
に
さ
ん
布
す
る
。
・

３
‘
サ
ラ
シ
粉
水
〔
作
フ
シ
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宮崎県農政水産部長殿

匹 垂 ］

２２消安第１６３４号

平成２２年５月２０日

農林水産省消費・安全局動物衛生課長

口蹄疫疑当惑遮の発生に伴う移動制限区域の特例・（移動制限区域内のと畜場

の再開及び搬出制限区域からめ搬入）に関する協議について．，

貴職より平成２２年５月１９１ヨ付け２６５ -１２８２で照会のあった移動制限区域

内のと畜場の再開及び搬出制限区域から（７）搬入に関しては、、妥当と判断されますの

で、引き続き、家畜伝染病予防法（昭和２６年５月３ ‘１日法律第１６６号）ぺ及ぴ口蹄疫。・

に関ずる特定家畜伝染病防疫指針（平成１６１年１２月１日農林水産大臣公表）に基づ

き √ 円 滑 な 対 応 方 よ ろ し く お 願 い し ま す 。 ＼

１２
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農林水産省消費・安全局
ＩＩＩが物衛生課長殿

２。６＼５、 -１２Ｓ２
平 成 ２ ２ 年 ５ 月 １ ９ 日

宮崎県農政水産部

口蹄疫疑似患畜の発生に伴う移動制限区域の特例（移動制限区域内のと畜場
，の再開友び搬出制限区域からの搬入）此関する協議について．

宮崎県児湯郡における・ロ蹄疫の疑似患畜の発生に伴い設置した移動制限区域について、
移動制限区域内のと畜場の再開及び当該と畜場への搬出制限区域からの家畜の搬入につ
い て 下 記 に よ り ／ 実 施 す る こ と に つ い て 協 議 し ま す 。 ‾

ノ 記

１移動制限区域内のと畜場の再開について
（１）・再開すると畜場

０ ， ｊ ｉ ｝ 留 １ ・ ， ・ ・ ，
＜’あｌｚ４１-｝，エー偏。，４ｔニ６．以ｒ大ｌ，ｓ

Ｖ・ｔ・４ふ礪盾ｋ．ヽ・ｉ．再痴議
’ １ 以 ｀ ｔ Ｓ 追 加 。 ケ １

、名称：
住 所 ： 宮 崎 県 児 湯 郡 都 農 町 ‾ 。

（ ２ ） と 畜 場 を 再 開 す る に 当 だ っ て め 当 該 と 畜 場 に 関 す る 条 件 ∧■ ■ ゝ
アと畜場の再開にあたり、。と畜場内の消毒を適切に実施すること。
イ作業従事者は当該と畜場内専用の作業服、長靴、帽子等を着用し、作業服及㎜ ■ ． Ｉ Ｉ 皿
＼び帽子については毎日洗濯済みのも・のに交換するとともに、長靴については使 ’

用 後 充 分 消 毒 を 行 う こ と ｊ ブ し
ウ作業従事者は他の家畜飼養場所に立ち入るおそれのない者に限ること。

ｊエ場内はと畜作業開始前及び作業終Ｔ後に充分な消毒を実施すること。プ
オと畜対象家畜を当該と畜場に搬入する際には、運搬車両が場内に進入する昨
及び家畜の係留場所に進入する際の２か所で消毒すること。

力当該と畜場から運搬車両が退出する際には、家畜の係留場所から退出する際
及び当該と畜場から退出する際の２か所で消毒すること。。 ・ ４ １ 。

（ ３ ） 搬 入 対 象 と す る 動 物 。 ・ 、 尚
宮崎県児湯郡における口蹄疫の疑似患畜の発生に伴い設置した搬出制限区域にお

い て 飼 養 す る 牛 、 豚 及 び そ め 他 の 偶 蹄 類 家 畜 ▽ レ
（４）搬入の際の条件
アと畜場に搬入する家畜は、輸送の当白又は前日に家畜防疫員等が、搬出する
家畜及び農場内の他の家畜に異常がないことを、別紙チェックリストにより確

四 Ｉ - ・ ■ ． ● ・ ・

１

… … … ↑ ３ ’ - ■ ｉ ・ Ｆ ｇ 〃 ゜ ・ ＝ - ミ ｄ
・ 〃 ｄ ● ㎜ ● - - 四 ｜ ・ ． -
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認している場合のみ搬入を行うこ≒擲………
イと畜対象家畜の搬入は、処理日当日とすること。

２ と 畜 場 開 設 者 と の 協 議 ｀ ノ プ
業務を再開しよ、うとすると；ｉＳｉ；ｊ１剔ま、上記（２）～（４）が担保できることについ

、 て 、 県 畜 産 課 に 協 議 を 行 い 、 県 畜 産 課 は そ の 内 容 を 確 認 す る 。 し ・

３ 搬 出 制 限 区 域 内 か ら の と 畜 対 象 家 畜 の 輸 送 及 び と 畜 場 へ の 搬 入 プ ｉ
（１）と畜場に搬入する家示を飼養する農場にｆおいて、家畜防疫員等が農場内・と畜、
’ 対 象家畜及び他の家畜に異常がないことや、輸送時の消毒の実施状況について、

別 紙 チ ェ ッ ク リ ス ト に よ り 確 認 す る こ と 。 ▽ ▽
（２）家畜の所有者又は、家畜を嚇送する者は、と畜対象家畜の輸送にあたり、次の
内 容 を 遵 守 す る こ と 。 レ ∴ ‥
（ア）農場の入出場時、搬出制限区域から移動制限区域の入出場時、と畜場の入● い ●
出時には車両の消毒を行うこと。

（イ）涯搬経路は家畜の飼養農場付近を極力走行しないルートとして移動指示書
・（様式第工号）に記載されたとおりとし、他の農場を経由せず、当該と畜場

へ の 直 接 搬 出 の み と す る こ と 。 ○ 、 ・
（ウ）と畜場へ家畜を搬入する運搬車両が立ち寄る農場は、１日１農場のみとす
る こ と ： ／ 。 。 ＿ ‾ ’ し ・ 、 ト

（エ）輸送に当たっては、車両の荷台をシート等で覆うとともに、荷台からの尿ｔ ａ ／
等の液体の漏えいがないことを別紙チェックリストにより確認すること。

（オ）とｉｌｉ場への搬入に当たっでは、と畜検査員が場外に設置した生体検査場所
、 で 、 臨 床 的 に 異 常 が な い こ と を 確 認 す る こ と 。 ‾ -

（５）と畜場で家畜を降ろした後は荷台・や被覆に用いたシートを含め確実に車両の消
毒 を 行 い 、 、 別 紙 チ ェ ッ ク リ ス ト に よ り 確 認 す る こ と 。 ‾￥ ● Ｉ

（６）異常が確認された場合は、直ちに家畜保健衛生所へ連絡すること。

４ と 畜 場 か ら の 運 搬 車 両 の 退 出 ・ ． ・ ． ・ ． ・ ・
（ｉ）当該と畜場から運搬車両が退場する際には、家畜の繋留場所から退出する際及
・ び 当 該 と 畜 場 か ら 退 出 す る 際 の ２ か 所 で 消 毒 す る こ と ． コ 、

（２）と畜場から退出後は、他の施設に立ち寄ることなく１消毒ポイントを通うて移
動 制 限 区 域 外 へ 向 か う こ と ． ニ

５搬出制限区域内から当該と畜場に家畜を輸送しようとする者は、県畜産課に協議を
行い、県畜産課はその内容を確認する。

- ２ -

１４
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と畜場の再開に当た』ての確認事項

‘ に 確 認 事 項
俊 一 考

１と畜場の再開にあたり、と畜場内の消毒を適切に実施

す る こ と 。 ’ ． ｉ

□消毒の確認

２作業従事者は当該と畜場内専用の作業服、長靴√帽子

邨を着用し、作業服及？び帽子については毎日洗濯済のも
のに交換すると共に、長靴については使用後充分消毒を

行うこと。

□現場の確認パ

ｒ ｊ ｌ ． １ １
３ 作 業 従 事 者 は 他 の 家 畜 飼 養 場 所 に 立 ち 入 ， る お そ れ の な

い 者 に 限 る こ と 。 ∧ ‥

□ 現 場 の 確 認

● ｊ ｌ

４場内はと畜作業開始前及び作業終了後に充分な消毒を

実施すること。

□現場の確認

５と畜対象家畜を当該と斎場に搬入する際には、運搬車

両が場内に進入する際及び家畜の係留場所に進入する際
の２か所で消毒すること。

□現場の確認

６当該と畜場から運搬車両が退出するＩＳ！ｉこは、家畜の係

留場所から退出する際及び当該と斎場から退出する際の
２か所で消毒すること，

□ 現 場 の 確 認 ・ Ｘ ・

※「備考」は、確認事項の実施・遵守状況を確認する方法。

平 成 年 月

【確認者欄】
’ ～ 家 畜 防 疫 員 （ 代 行 者 ）

３ -

１５

日

印

／Ｉ
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制限区域からの搬入にｊ当たりての確認事項

／確認事項 備 考

１当該と畜場へ搬入する家畜を飼養する農場において、

家畜防疫員が、搬出する家畜及び農場内の他の家畜に異
状 が な い こ と を 確 認 す る こ と 。 ＼

□水痘等発生の確認
□流冠等の確認
□発熱牛の確認

２家畜の運搬経路は移動指示書に記載されたとおりであ

る こ と ｊ 、

□運搬ルートの確認

３輸送に当たっては、車両の荷台をシート等で覆うとと

もに、荷台からの尿等の液体の漏えいがないこと。

口車両の確認，

４農場の入出場時、搬出制限区域から移動制限区域の入

出場時、と畜場の人出時に車両の消毒を行うこと。

□実施記録の４ｉ奮認

※「備考」は、確認事窟の実施・遵守状況を確認する方法。

平成
【確認者欄】
家畜防疫員（代行者）

- い

１６

年 月 日

印



様式第１号（表面）
と畜場直行家畜の移動指示書

所属・氏名（指示の相手先）

平成２２年

家畜防疫員所属
氏名

日

印

次のとおり移動を指示します。なお、移動に際しては、裏面の事項を遵守願います。

・ ●
家 き ん の 種 類 所有者又は管理者の住所氏名

牛 ・ 豚 ｀ ○ ○ 市 （ 町 ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ：
○○○○○○

１移動年月日：・平成２２年月日Ｊより √ 移動制限期間が終了するまでの間（ただ
し 、 今 後 の 状 況 に 応 じ て 、 移 動 の 指 示 を 取 り 消 す こ と が あ る 。 ） ／

２ 経 路 ． ｙ

ｊ゙ ；元ヱλ勿リ‘
農 場ミ 〃

→（Ｅｌａ翻膳→

→

→ ≒ （ ｕ 開 →

消毒・ｈ°イント（ｌｊ

制
）

謝→劉１１礦→消毒永゜イ廣居言首大学校）

１陶１贈川川ＩＩ

３移動先に関する事項
施設の住所及び名称：宮崎県児湯郡都農

１７・



（ 裏 面 ） ド 、
● ｊ 。 -

ｔ
１ 運 搬 経 路 は 家 畜 の 飼 養 農 場 付 近 を 極 力 走 行 し な い ル Ｔ ト を 設 定 し 、 移 動 指 示 書 に 記 載

ダ さ れ た と お り と し 、 と 畜 場 へ の 直 送 の み と す る こ と 。 ∧ ’ ＼

２ 輸 送 に 当 た っ て は 、 車 両 の 荷 台 を シ ー ト 等 で 覆 う と と も に 、 荷 台 か ら の 尿 等 の 液 体 の

漏 え い が な い こ と を 確 認 す る こ と 。 ・ で 一

１ ・ ｌ ㎜ -
３搬入家； § ｉ は、農場の入出場時、搬出制限区域から移動制限区域の入出場時、と畜場の
入 出 時 に は 車 両 の 消 毒 を 行 い 、 記 録 を 残 す こ と 。 ＜

ご ３ と 畜 場 に 入 場 す る 前 に √ 場 外 の 生 体 検 査 場 に て 、 と 畜 検 査 員 に よ る 生 体 検 査 を 受 け る
’ 。 - ／ ｀ い ・ - ・ -
； で 。 ヅ レ ゛ ‾ ど 。 ｀ 、 ＼

４ ’ と 畜 場 へ の搬入は、処理日当日とすること。

５ と 畜 場 で 家 畜 を 降 ろ し た 後 は 荷 台 や 被 覆 に 用 い た シ ー ト を 含 め 確 実 に 車 両 の 消 毒 を 行 ・
う こ と 。 。 、Ｉ Ｉ ● ● -

ｌ 。 ’ ｀ ・ 。 ｜ ｜ ●
６ 方 一 、 異 常 が 確 認 さ れ た 場 合 は 、 直 ち に 家 畜 保 健 衛 生 所 へ 連 絡 す る こ と 。

１８



‾：

工場の所在地：宮崎県児湯郡都農町

エ 場 施 設 の 概 要 ＼ ＿ 、 ＞
施設の概要敷地面号加圧１８平方メこートル

エ場棟６、２０９平方メートル
管理棟３６６平方メートル
、厚生棟５８８平方メートル

施設能力
と殺解体能；ＩＪ．／Ｊ豚８２０琢ｉ／日牛６０頭／日
部分肉製造能力／豚７５０頭ノ日牛４０頭／日
枝肉冷蔵庫／豚１，４００頭／日牛２８０頭／日
冷蔵保管庫／８５ドン（牛豚部分肉）
冷凍保管庫／７０トン（牛豚部分肉）
急速冷凍庫／４０トン（牛豚部分肉）
汚水処理能力／１，６００トン／日＜
牛 枝 肉 保 管 庫 ／ １ ３ ５ 頭 〉

１９



ｒＱ
Ｃ⊃

工場棟施設平面図







匪 匯 コ ダ
ワクチン接種家畜の移動制限区域外化製処理場における処理について

（ 案 ） こ ． ｌ

下の条件を満たす場合；，
認める。

速な処理を行う観点からやむを得ない場合に限り、以
移動制限区域外の化製処理場に搬出ヽし処理することを

ただし、化製処理場の利用にあたってば、移動経路や化製処理場の周辺住民
及 び 他 の 化 製 場 利 用 者 等 の 理 解 を 得 る こ と と す る 。 ¶ ｌ ｊ ■

１ 移動前
①ワクチンテイクまでの期間（牛：フ日、豚：１４日）以降の家畜である
。 こ と 。 ‾
②搬出当日に家畜防疫員が臨床症状検査を行った結果、異常が認められな
い 農 場 又 は 畜 舎 に 飼 養 さ れ て い る も の で あ る こ と 。 ＿ ＼

② ま 出すること。こめ
／場合、移動制限区域内に共同の係留・殺処分場所を確保し、各農場又は畜
舎 か ら 生 体 を 集 合 さ せ て 殺 処 分 す る こ と は 差 し 支 え な い こ と 。 ‾

③∇死体は、死体収容容器に収容後Ｉ、更にウイングトラックなど不透性、・密Ｉ Ｉ
閉性の確保できる輸送車両に積載し、ウイルスの飛散・漏出防止を徹底す
る こ と 。 づ 。

④積載場所において積載終了後、輸送車両全体を消毒すること。～
ゝ ｀ ● ｒ

２ 移 動 中 ・ ニ ＿ １
①移動制限区域、搬出制限区域等の要所に設置されている消毒ポイントに
お い て 輸 送 車 両 の 消 毒 を 実 施 す る こ と 。 ＿

②可能な限り畜産農家の少ない輸送ルートを事前に選定し、そのルートで
輸 送 す る こ と 。 ∧ ‾ ‾

＝③輸送にあたっては、各消毒ポイントで通過の確認を受けること。

３ 移 動 後 ‾ こ ｙ ／
①屁製処理場到着ＥＩＩ刳こは、入り口で輸送車両の消毒を’実施すること。
②他の化製原料を搬入する他県及び宮崎県他地域め輸送車両と異なる時間
・帯に搬入すること。- ７
③∧作業開始から、設備・資材の消毒が完了するまでの間、家畜防疫員が立
ち 会 ； ｉ ｙ こ ど 。 ＿ ダ

④
＼
⑤
⑥

き場とを隔てる等、万ヤの場合の汚染が最小限となるよう留意すること。
原料投入毎に投入ロの消毒を実施することよヽ。
原料投入後の輸送車両の内部及び外部の消毒を実施すること。

２３



匪 亘 コ

．第２回現地調査及び検討会の結果概要

ハ ‥ 平 成 ２ ２ 年 ６ 月 ７ 日
ロ蹄疫疫学調査チーム

今回の現地調査及び検討会において、えびの市を中心に設定された移動制

限の解除に至るー連の経緯について検証し、以下の事項を。確認した。

なお、今後、これらの事項を踏まえ、川南町地区についての疫学調査を進

め る こ と と し た 。 ∧

１；えびの市における初発例！（９例目）は、川南町の７例目と関連の農場で

あり、同一∂）家畜運搬車両が両農場に入場していることが確認されており、

初発例との疫学的な関連性が確認された。

２ 。 え び の 市 に お け る ４ 例 の 発 生 農 場 （ ９ 、 ２ ２ 、 ６ ８ 、 ８ ３ 例 目 ） の 間 で

は 、 発 生 時 期 お よ び 潜 伏 期 間 を 考 慮 す る と 、 ９ 例 目 が え び の 市 に お け る 初

発 で あ り 、 ２ ２ 例 目 、 ６ ８ ｀ 例 目 及 び ８ ３ 例 目 蕊 順 で 感 染 が 広 が っ た と 推 察 一

‾ さ れ る 。 プ ‘

３、これら４例の発生農場では、埋却場所の確保がスムーズに行われ、いず

れの事例についても殺処分、埋却等の防疫措置が速やかに完了。

４。したがって、えびの市における事例七は、早期発見ト早期通報｀、迅速な

殺処分及び埋卸等による防疫措置が有効に機能したことを確認。あわせて、

感染拡大防止に有効な消毒の自主的な実施の必要性を確認。

１



疫学調査チ÷ム
＼現地調査風景

匪三互］

日Ｆ１１１＝：-Ｈ２２．づ６．６９：１５ぺ・Ｂ：０５
場 所 ’ ： 宮 崎 県 え び の 市 … …



９「例目 ｜ ョ ｌ ｉ ｌ 用 肥 育 経 営 ダ

ペ ニ ・ 写 真 ＿ 堆 肥 舎 ① ∧ ‾ ヽ ‾ 写 真 ２ 堆 肥 舎 ② … … … …

４／↓３、７例目７真３４／↓３、７ｉ
出荷した牛の飼

との
ｋ所

ｒにニ写真，ｚｌン４／之７発症牛宜ｉｌ善ｉ易所

写 真 ５ 埋 却 場 所 ＼ 写 真 ６ ： 飼 料 遮 搬 車 通 行 道 路

３



２２例・目ヽ 養 豚 経 営 ノ

フ 写 真 ブ 母 豚 舎 ト 〉 レ ： 写 真 ８ 農 場 内 全 図 … …

∧ ト ナ 写 真 ９ ＜ た い 肥 場 ト ノ ｊ ∧ 写 真 １ ０ ￥ 豚 舎 ご １ ・ ‘

写；ｌ！；１１▽出荷待ち子豚舎（発生場所）写真１２理却地（奥の白い屋
： ＜ ｀ ６ ８ 例 目 農 場 ） ‥

４



６ ８ 例 目 ㎜ 肉 用 牛 繁 殖 経 會 ＿

］ ‾ 写 真 １ ３ 牛 舎 べ 至 る 通 路 レ 写 真 ｉ ４ ＼ 繁 殖 牛 舎 ①

１５ 写 真 １ ６ 堆 肥 舎 ‾ ～ ‾

写真１７埋却地（牛舎のすぐ隣）ダ～写真１８，

５

で 一 一

ｙ 一 つ ２２



８３例目 肉用牛繁殖 営

真 １ ９ 育 成 舎 ∧ ト 写 真 ２ ０ ブ ル ー シ ー ト （ ７ ） ｌ ｏ ｍ 向 こ う が

ｊ写真２１繁殖牛舎①（１頭発症）１写真２２繁殖牛舎②（２頭発症）

写真２３家きんと同居

６



～』

えびの地域における発生農場の防疫遂行状況 「函ｒＴＴＩ
！！（１１０／６／３現在

発生 露主 形態 頭数（計）
４
／
２０

４
／
２１

４
／
２２

４
／
２３

４
／
２４

４
／
２５

４
／
２６

４
／
２７

４
／
２８

４
／
２９

４
／
３０

５
／
１

５
／
２

５
／
３

５
／
４

５
／
５

５-
／
６

５
／
７

５
／
８

５
／
９

５
／
１０

５
／
１１

５
／
１２

５
／
１３

５
／
１４

５
／
１５

５
／
１６

５
／
１７

５
／
ＩＳ

５
／
１９

５
／
２０

５
／
２１

５
／
２２

５
／
２３

５，
／
２４

５
／
２５

５
ど
２６

５
／
２７

５
／
２８

５
／
２９

５
／
３０

５
／
３１

６
／
１

６
／
２

６
／
３

６
／
４

９ ■ 肉肥 ２７５ 袁 ▼

ｊ ・

ｌｉ
び

２２ ■ 豚 ３２０

い

▼ ☆
、◇

６８ ■ 肉肥 １８ ☆
▼ ◇

〃■■ ●

８３ ■ 肉繁 ４６

レジ
☆
▼
ダ
◇

２１日間

☆

こ い
ｌｌｊｊｌ

‘ か

‘∵ご

’ｆ

く）

ヅ ン

ｌｄｌ
ｌ

？ Ｊ ， ｉ ｌ ／ ／ ｉ １ ｉ
- - - -

Ｊ

えびの地域における
尚発生例の殺処分白

１側目 ７側目 い
｜．、

ゝ ゝ ・ ● ● - １ 』 ●
Ｆ ｀ ｜ き ・ ＝ ｙ

レ≠訟牡＼
｀ヽ、芯

６月４日午前○時
移動制限解除］

← 、 、 ＿

参考 ☆
▼ ◇ ▼

｜’

● ｉ ｉ
・ ・ ヽ ． ｊ
■ １ ¶ - ｊ ． ″

； ． ‘ ｉ ． ， ． ’ ・ １ １ ・

清浄性確認検査

〔半径３ｋｍ以内の抗体検査］移動制限区域内の臨床検査
-☆：ＰＣＲ陽性▼：殺処分完了◇：消毒完了 ／

※ え び の 地 区 に お け る 初 発 綱 （ ９ 綱 目 ） と ７ 側 目 の 共 通 点 ．※ え び の 地 区 に お け る 初 発 例 （ ９ 例 目 ） と ７ 例 目 の 共 通 点 。
①同一の系列農場であ万ること。
②同じ日（４月１３日）に同一の家畜運搬車両（㎜）が双方に入場していること。
③同一の飼料運搬車ｉ両／㎜）であること。｜
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今後の防疫対応／（案）

ＦＪ陽Ｔ司

１川南町を中心とした移動制限区域内には、ワクチン接種後に疑似患畜となっ
たものがあり、これを含め約３万頭の疑似患畜が残っ。ていることから、これら
が新たな感染源とな ’らないよう、豚を優先し、早急に殺処分・埋却等の防疫措
置を完了する必要がある。また、ワクチンを接種した家畜についても迅速かづ
計 画 的 に と う 汰 す べ き で あ る 。 ご ‥
２５月２２日から接種したワクチンについては、接種１週間後に牛豚で抗体価、 ゝ Ｉ ● ■ 。・ ●
の上昇が確認されており、ワクチンが効果を発揮しているものと考えられる。

ニ３ワクチンは、感染拡大を遅らせる効果はあるが、。完全な感染防御はできない

こヽとがら、。感染拡大を防止するため引き続き農場、車両、機材友び防疫作業従

事 者 等 の 消 毒 を 徹 底 す る こ と が 重 要 ↓ … …
４都城市、宮崎市、西都市及び日向市での発生に係る感染経路究明については、
人や車両の動き等の疫学関連情報を収集・分析する必要がある。防疫対応につ
いては、異常牛の確認後速やかに殺処分、・埋却等が完了している。えびめ地域
。が早期の殺処分を実施し限局的な発生に止まったことを踏まえれば、当面、早Ｉ - １ ●
期摘発・早期とう汰を徹底することによ１ｓＪ清浄化を進めることが妥当。なお、。・ ・ ・
発生農場の近隣の農場等についてば早急に検査を実施し、感染拡大がないこと● ● ａ ｌ ・
を 確 認 す る こ ー と ノ 。 ＿ ｊ ヶ

５都城市及び日向市での発生に伴い新たに設定された移動制限区域内に位置す

ると畜場につ’いてヽは、出荷前の家畜防疫員による健康確認や輸送時の消毒の徹
底等移動制限区域内のと畜場におけるまん延防止に十分な措置を課した上で再
開 を 認 め る こ と と して 差 し 支 え な い と し た 。 。 。
６ワクチン接種農場における飼料及び：ｌ非ヽ泄物等の取り扱いにづいては、’当該農

場がウイルスに汚染して ’いるおそれが否定できないことから、発生農場のもの
と同様に病原体の不活化に必襄な措置を講ずる必要があるとされた。。● ・ ■

７、発生農場周辺の清浄性確認については、従来の農場からの異常畜の通報によ
る方法に加え．て近隣の農場等については、念のため抽出検体について精密検査
を 実 施 す る こ 、 ≒ を 検 討 す る こ と と さ れ た ノ ヶ

８ワケチン接種家畜の迅速な処理を行う観点から、．これを移動制限区域外の化
製処理場で処理する場合には、輸送前の家畜防疫員による健康確認や輸送時の
消毒の徹底等ウイルスの拡散防止の徹底を図ることが前提とされた．
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農場名
（ＰＣＲ判定日）

、 ＼ 漑 。 １
｜ 響 Ｆ
Ｔ（５月６日。）ふ

。・川南ノ
¶ 廉 Ｆ
（５凡眼Ｅ＿
５０１列目く

ダ 川 南 町 こ
㎜ ／
養豚経営，．

・ ・ ノ ョ ケ ヽ レ

発生農場に関する疫学関連情報の比較

２０１０／６／１２２１：４８

赤色数字のひ・ｉ／＊＊）は疫学関連農場の調査状況を糸す。

‥ 家 畜 （ 死 亡 家 畜 含 む ） 関 連 ‘ 人 関 連
（ 出 荷 、 導 入 等 ） （ 獣 医 師 、 人 工 受 精 師 等 ）

疫学関連農場調査票（取りまとめ版）‘

飼料ｉ敷料関連
（運搬車両含む）

６／１１調査分まで）

堆肥関連（ふん尿の処理方法等）
（搬出の有無、搬出先等運搬車両含む）

２
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疫学関連農場調糞票（取りまとめ版）

発生農場にし る疫学関連情報の比較（えびの市関連）収………１調査分まで）

赤色数字の豚＊／＊＊）は疫学関連農場の調査状況を示す
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疫学関連晨場調査票（取りまとめ版）
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疫学関連農場調査禁（取りまとめ版）

「”ｉｉｉｉ‾１（‾‾．発生農才ｌｌｌｇｌ３ｌりＩＴｊ疫学関連情迪轟）比較（㎜嶋１調査分ま゛）

’農場名
（ＰＣＲ判定日）

１１２例目
．ｌａｉｉ．
繁殖経営
（５月１７日）

、１１５例目
川南町

Ｉ 罵 警 １
（５月１７日）

１２０例目で

１７日）

（５月１７日）

１２７例目・

｜ 画 Ｉ
（５月１８日）’

赤色数字の（４／＊＊）ば疫学閲連農場の詞査状況を示す。

，家畜（死亡寥畜含むｌ国運
（掬荷、尋入等）

人関連
（獣医師、人工受精師等）

２｛｝１０／６／１２２１：４９

飼料・重科関連
（運搬車百含む）．

堆胞❼違（ふん尿の３１！理方法等）
｛雌出の有無、量出先等運搬軍両含む｝

８
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疫学関連農場調査票（取りまとめ版）

ｒ‾蔽ＴＩ

農場名
（ＰＣＲ判定Ｂ）
一

一１８０例目

． ｊ ａ ． ｜
繁殖経営
（５月２２日）

．１８２例目
都晨町

， 椚 閤 ｌ
（５月２３日）

ｌ・

（１
¬ -
・‾

２３白）

発生農場に関する疫学関連情報の比較（㎜６／１１調査分まで）
赤色数字の（痢４肖嘔）は疫学詞連農場の調査状況を示す。

家畜（ｌｌｌ亡家畜兪む）関連
（ｍ荷、導入等）・＿

人 鵬 違 ｀
（獣医鱒、人工受精師等）

２０１０／６／・１２２１：４９

銅料・敷料国連
（蓮推車両含む）

堆肥調進（ふん尿の処理方法等）
（搬出の有無、誉出先等運搬車両含む）．‘

｀ ¶ -

Ｓ ・

１２
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孚
平戌２Ｚ令月１０Ｅ現在

（ １ ） 消 息 檀 （ 金 座 両 対 応 翌 ） 設 置 場 所 ・
Ｎｏ． 略 称 沿 峻 ， ７貧譚ｒ豺名 所在地辱 消毒時間 実施否 歯 糞

宮

崎

県

１ 消奢檀① 国道ＩＣ号 宮崎市 宮崎市佐土原町大字下那珂、 ２４時間 県 金原対応廬｛溝応穆〉５／２１，・
Ｚ 浦之名 国道２６８号 宮崎市唐織市浦之名「浦之名小学校付近」、 ２４時間 興 ’ 全章対応・（溝き槽）５／２１～
３ 湯場抽② 国道１０号 新富町 新富町大字上富田 ２４時間 県 全章対応型（浪宅措）３／２Ｓ～
４ 肖壽槽③ 国道毎号 日向市 日向市曳々津町高松 ２４玲圀 県 金庫対応翌（消応槽う５／２６～

ヽ ‘ ５ 軸編萌④ ｌ道毎号 都農町 弓惣１起皿ぎ大字川北Ξケ月原 ２４時間 県 全章対応ｌ（沼Ｓｔ’５／２６～
１ 四家下り 国道１０号 鄭城市 都城市高城町四家（ポートビア高旅前） ２４時間 都城市 金庫対応型Ｃ肖自衛Ｓ／２£～

Ｚ～７ 雅淀 村道Ｉまか 椎葉村 椎葉村内６ケ所（松尾・仲塔・中山・不土語・
金 原 厦 ・ 大 盆 ） ， ’

２時間 推農村 金臭対応・（消各複）５／２７-

Ｂ～ＩＺ 高速 亥遠道 宮崎県内 宮浦県内５ケ所（西都；Ｃ，宮崎西ＩＣ，濤武１Ｃ，宮
崎Ｔモ１，田野ＩＣ）

２４時間 ＮＥＸＣＣ 金庫対応旦（漓沓檀）６／３-

１３ 下田烏① -ツ既車詰 宮崎市 佐土原町下田島９６昏地光 ２４時間 宮崎市 全章対応型（消奥棺）Ｓ／２１～
１４ 下田愚② -ツ漱西諮 宮崎市 佐土原町下田烏４３５８番地先 ２４時間 宮崎市 金床対応型（消きｔｓ／２１-
１５ 下モヨ馬③ 旅ケー田中嗜東ぼ 宮崎市 佐土原町下田島７０酉地舟 ２４時間 宮崎市 全章対応！ｉ（消岩棺｝５／２１～
ＩＧＸ 下田島④ 確ケ渕Ｓ申暗西ｕ 宮崎市 佐土原町下田息５０３２晋地売 ２４時間 官房市 仝享対応型（消毒ｔｓ／２１～
１７ 上田烏 現王島大橋宿詰 宮崎市 佐土原町上田島３９３７-フ・旭光 ２４時間 宮崎市 全本対応型（酒巻檀）５／ＺＩ-

（ ３ ） 消 毒 マ ッ ト 苫 ｉ ｌ 溥 献 金 車 両 肘 霖 ） ： ， ・ ’ ． ；
４１１μ ・ 略 称 ・ 沿綸 市町村名 所在地辱 消毒時間 実施考 ダ ’ 倫 考 ． ’

宮

崎

県

１ 、検問所前 国道ＩＱ号 川露町 川南町大字川池（高鍋Ξ察居川南槙問所
前）． ２４時間 県 ６／１６^ ｔ

- ２ ・ - 四 ， 県道４４号 新富町 県道宮崎尨蝸娘（-ツ訓喬奈雷側） ２４時間 宮崎市 ５／ｌａ～（-ツ柘ｌｉ）
３ 柳瀬禰 鹿発墨道 新宮町 物ｊｍ胱檻 ２４時間 宮崎市 ５／１８～（-ツ匍１１）
４． 、 新涼口橋 ・県道１８号 新富町 県垣瓦武新陥霖（新派口罹ま屁狙り ２４時間 宮崎市 ５／１８-・（ -ツ匍旧

‾ ５ 日向大橋 国道ＩＣ号 宮崎市 国道１ロ号（日向大橋佐こｔ乙原側） ２４時間 宮崎市 ５／１９ペーッ咄１１）
’ ６ 十文字 県道４０号 川南町 忿然縦組（川南町十文字） ２４時間 県 ５／１９～（-ツ加ＩＤ
７～１１ 茶臼原 ・市道ほか 包都市 西都市内・（５ケ所） ２４時間 西都市 ’ ５／１９から２ケ所、１９から隙所
ＩＺ-ＺＺ 木城 町道ほか 木城町 木 城 町 内 （ １ １ ケ 所 ） ・ ・ ． ・ ２４時間 木城町 ５ンでＩＢ～
２３ こ平田 県ｌ高隔呉々掌ー 川南町 川 南 駅 近 辺 - ２４時間 県 Ｓ／ＺＯ～

２４-２８ 南部珂 - 一 富那珂管内自主ポイント５ケ所との併設 ２４時間 河１１珂地区 ｓ／２Ｄ１｀４ｊｙ万Ｋ１１からｌｙほ．ａから｜￥珊

２９ 五十鈴 旧道３Ｂ８号 門川町 門川町尾末２３４１．． 配３０～
１８：３０ 門川町 ５ ／ ２ ０ - ．

３０ 盆川 県道２２４号 門川町 門川町須淀崎１丁目４６ ７～１９ 門川町 ５／２０～
，３１ 久 峰 市道 宮崎市 宮崎市違土ぼ晦下ー珂β茂弗７誌ａＦａ（久喩総合公月羨｝ ２４時間 県 ． 、 ５ ／ １ ９ ～ ・ ，

３Ｚ 花ケ島 旧国道１０号 宮崎市 宮崎市花ケ島町観音免９７曰く旧同道１０号コア
７７訪結新三 ２４時喬 県 ５ ／ １ ９ ～ Ｊ

３３ 日之影 国道２１日号 日之影町 日之影町大字七折２川 ２４時間 西日柊地区 ５／２２～
３４～Ｊ７ 延岡 市道ほか｀ 延岡市 延 岡 市 内 （ ４ ケ 所 ） ・ ２４時間 延岡市 ５／１９～
３９ 鴻之名２ 扉 感 函 匙 宮崎市 宮崎市浦之名（浦之名小学栽前） Ｚ４時間 県 ５／２３～

３９ 山之口２ 国道２６９号 勿城市・ 毎城市山之ロ町五反田 ・２櫛間 都城市 ５／２４～
４０ 高崎 ｌ剪鮮穏ｌ三盈 都城宵 都城市高崎町前田（前田ハィバス） ２４時間 都城市 ５ ／ ２ ４ ～ ゛
４ｉ 郡境 県道４０号 国富町 国 営 町 大 字 ハ 代 北 侵 堀 内 ・ ． ２４時間 国富町 ５／ＺＯ～
４ Ｚ ’ 官滴アスそ鰐 県道１４号 国富町 同窓ｌｌこ大字木瓜平原 ２４時間 国富町 Ｓ／２０～

，４３・ 六野 県道２４号 圓富町 田富町大字＝名 ’ 枚反 ２４特問 国富町 ５ ／ ２ ０ ～ 、

４４-４ａ
’ 美 卿 町道ぽか 美郷ＪＩＴ 酋迢町内（５ケ所） ７～１９ 美郷町１５／２８～

４９～９３ 延岡市内 市道ぼか 瓦岡市 延岡市笛内（４５今・所） ２４時間 延岡市 ５／２１-
ｊ¶｜

９ ４ - １ 仙 高遠２ ・高遠道・ 宮崎県内
宮崎県内ｌｏケ所く都城１０，西都ｌｃ，宮崎西ｌｃ，清
ＩＺ：ｉＣ，宮崎ＴＢ，田励Ｃ凍原ｌｃ，小林【０，えひの
ＩＣ門川ＩＣ）．

２祷間 ＮＥＸＣＯ ５／２４？

・ ・ 旧 ４ - 山中前 広域昌４ 小林市 小林市細野「立脇橋付近１｀ ２４時間 需丿京町 ６／４ や - ．

ｔ０５ 疲谷バス停 国道２２１号 小林市 小林布北西方ｒ４谷ハス倅付近ｊ ２４時間 ｌ・聶ぶ鴎 ６ ／ ４ - - ｀

１０６ 堤 ・ ・国道２２１号 小林市 小林市垠３ａ１１-１付１ ２４時間 高原町 ６ ／ ４ -

ｌａ７ 福 原 ‘ ，県道４０５号 毒 諮 瓢 震麗叛大宝広原１１６-１付近 ２４荷間 寓原町 ５／４ヴ
１０ａ・ 仲号塚接② 県道ＳＳ号 えびの えびの宙大字原田１４１０「仲吾塚楕付近」 Ｚ４時間 県・えひの１？１ ６／４--

１０９１． 盛田・ ＪｌｉｌｉサンＱ-ド 日向市 日向市東撚ｌｉｌと雀１旦町壇 聊尋重 ・県 ６／４ｔ-

ＵＯ 京郷 医道３２７号 日向市 日向市東郷町山漆丙１３９Ｃ（日向市累卿グラ
ウントご鮭盲場） ２４時間 県 Ｓ／５～

１１１ 塩見 ＪＩ安令呼シｐ弓’ 日向市 日 向 市 大 字 塩 見 １ １ ５ ０ ａ - １ ． Ｚ４時間 県 ６ ／ ５ ～ ｀

１１２～１３０ 宮埼 吼違・布達ーか 旨湖市 宮崎市内（１９ケ所） ２４時間 ・宮崎市 §／２Ｑから３ケ所、５／２２から
４ケ所、５／２３から４ケ所、・
５／２５から８々 所

１３１～１３５ 綾町 ‘県道・町這 ’ 綬 町
絞町内（５ケ所） ２４時間 綾町 ５／２１から３ケ所、５／２４から

２ケ所
１３Ｇ 猫坂 国道２６５号 小林市 小林市須木会注水猫埃公西内入口 ２４時間 小林市 固定飲水５／制～
１３７ 溢科学工禽前 国道２２１号 小林市 小林市北西方（陳）核科学具案前） ２４時間 小林市 固定散水ｅ／ｌｏ～
１３８ ・登公閤付近 県道５３悟 小林市 小井市廐西方梅の天神下ハス停付近 ２４時間 小林市 固定散水６／ＩＯ。

１３９・ ｇ々崎 国道２６８号 小林市 小林市野尻町三ケ野山山皿１丿毒＃皿付．
ｌ 斤 ， ｀ ・ ２４時間 小林怜 固定散水６／１０・-

１４Ｄ 浄忿寺前 国道２６８号 小林市 ｍ ２４時間 小林市 固定散水９／ＩＧ～

● ■ -
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（ ４ ） 鋼 詣 咬 霧 股 登 場 所 -
Ｎ。． 略 称 沿政 市町村名 所在地等 消尽時問 冥応者

‾ ‾ ｉ ‾ ¬ Ｆ ７ ¬

｜

宮

崎

県

ド 蔓々滓 ・這１０号 日向市 日同市支々津町２Ｚ６５ ２４時間 県 ４／２０～．

２ 新 富 ‘国道１０号 新富町 部奮酢大字三絹代１４紹-１ ６～２Ｚ 県 ４／２０～

３ 財光寺 国道悟号 日向市 日向市財光岑呼ンド一ム巳向付近・ ２４時間 県 ４／２０～

４ 久峰 市道 宮崎市 宮崎市佐土原町下那珂伊茂共犯６８６-８（久
唆総合公面前） ２４時間 県 Ｓ ／ ５ ～ ，

５ 大口川 県道３１２号 西諮布｜西都市大字右松３３８Ｂ-１ Ｚ４時間 県 ５／５～

Ｓ 三 財 県道３２０号 西都市 西都市大字誌田３２３ ２４時間 県 Ｓ／Ｓ～
フ 塩 見 Ｊ！ＩＭｉサンロート’ ロ向可 日向市大字塩見１１５Ｃ８-１ ２４時間 県 ４／２４～

６ 高木① ヨ追１０号 都城市
都城市高津町 ‘
（瓢城高遠インター降りロと泥道ＩＣ海高城方
面 声 ７ の 全 芯 地 刎 ‘ ’

２時間 県 ５／１～

９ 高木② 医道１０号 都城市 都城市高木町６３て３３-１フクスゲ跡地
（高木原信号筏７ｙら都城方面へ約３ｏｏｍ先）、

２４時間 県 ４ ／ ２ ８ ～ ‘

１０ 高 崎 国道２２１号 根城市 都城市高審き町盲１田谷川市道分岐地点 ，２４時間 県 ４／２８--

１１ 名菟 国道句号 都農町 都農町大字川北１４３２-１ｒ名貫飼料中退ポイントｊ ２４時問 県 Ｓ／６～
ＩＺ～１７ 川南町内 主に町道 川爾町 町内６ケ所 ２４時間 県 ４／２０～
ｌａ～ｚｌ 都農町内 主に町道 都農町 町内４ケ所・ ２４時間 県 ５／１４～

ｎ ・ 花 ケ 島 ’ 旧国道ＩＣ吟 宮崎市、 宮崎市花ケ島町覗晋免９７８（ＩＥ国道笛号コア花ケ島苅） ２４時間 県 ６ ／ １ ９ ～ ’

，Ｚ３ 田宮 県道２４号 国富町 国富町一能海栗物垣立処分場 ２４時間 県 ５／１９～

２４ 特田 国道ＩＤ号 高鍋町 高鍋町大字持田３４１９-邨日原児湯消防署琳
噺 ２４時間 県 ｉ ‘ ’

Ｓ ／ ５ - -

２ ５ ． 門川・． 国道１０号 日向市 門川町甫町６丁目１僣（門Ｊ「［町総合文化会
館駐車場） ２、４時間 県 Ｓ／２３～

２６ 京郷 国道３２７号． ．日向市 日向市家郷町山陰丙１３９０旧向市東郷クラ
ヴ ン ド 駐 車 場 ） ・ ・ ． ，

２４時間 県 ５ ／ ２ ３ ～ ．

Ｚ７ 兇洗 県道亥価西都扨 日向市 巴向市東郷町下三ゲ１７４７乙-４ ２４時間 県 Ｓ／２３～

２８ 春日 県道３１２号 新富町 県道木城西都禄（路頭口橋新富側） ２４時間 県 ’ ５／２３-

２９ 折田 県道２４号・ 新富町 新富町大字新田１７９５５-２２（児湯農協農業機
械センター） ２４時間 県 - ６／２５～

３０． 上日置 県道３０５号 新富町 晋毒覧大字Ｅ！置（上日誠土地改良記念碑
横 ） ヽ ・ ２４時問 愚 ５／Ｚ５一一

３１ 追分 県道４４号 ｀新富町 新宮町大字ロ登（追分交差点） ２４時間 県 ５／２５～

３２ 匪田 忌鈴ザンＱ-ド 日向市 日向市東郷町と都農町境 Ｚ４時間 県 ５／１８～

３３ 赤谷 同道２６８号 宮崎市 宮崎市高岡町滋之名２８０５-１ ２４時間 県 ６ ／ ４ ～ ‘
１ 日之彰． 国道２ｉ日号 Ｓ之影町 日之影町大字七折２５１１-１ ２４時間 酉白衿地区 自主 汚辱ポイント４／２３～
２ 佐土原 国道２１９号 宮崎市 佐土原地域福祉センター．、 ５～２Ｃ） 中部池区 自主消貫ポイント４／２４～
３ 四 恩 国道２１９号 西来良材 児掻郡西米良村大字越野尾 ６～１９ 西米良村 白主丿肖壽ポイントＳ／１８～

． ４ 四宮上り 国道１０号 都城市 都城郭需城町四家（上り粗（都城一宮崎）） ５-２で） 中部地区 自主 両硲ポイント４／３０～
５ 四家下り 国道接号 都城市 都城市高城町四家（下り縁（宮崎一都城Ｄ ２４時間 ・都城市

自主ｊＦＩ毒ポイント４／２２～
６ 山之口 国道２６９号 都城市 還め駅「山之口」付近． ２４時間 卸城市 自主 肖毒ポイント４／２３～
７ 田野 県道２８号 宮崎市 道の駅ｒ田野Ｊを過ぎた大戸野峠付近 ２４時間 雁邪珂地区 自主 肖毎ポイント４／２３～

．ａ 北卿 県道３３号 ・日阿市 北 郷 町 大 字 北 河 内 三 ケ 岩 ・ ２４時間 ｉｉ珂地区 自主洞毎ボインｊヽ４／２３-
９ ヨ育 国道２２２号 日南市 日偏市価谷甲４２４０-７３ ２４時間 廣涅珂池Ｚ 自主消毎ポイント４／２３ヽ．‘
１０ 串間 国道腿０号 串間市 畠間市高松高松陰道串間値 ２４時間 珊ｌ珂地区 自主消毒ポイント４／２４～
１１ 旗 本 国道２１ｎ号 山都町 熊本豆上益城郡山都町長崎荻５１７２ ５，１９ 百日柊池呟 目主消毒ポイント４／２９～
ＩＺ 瓜田 国道２２１等 日商市 日南市大字宮浦「小吹毛井第２パーキング」 ２４時間 蚕蔀可地区 白生酒嗇ポイント４／２９～

１３ 五反田 国道２６９号 勿城市 都城市山之口町五反Ｓ ５⌒-２０ 中・地区 自主消毒ポイント４／２９～

１４ 土々呂， 国道暗号 延岡市 延岡市土々呂町５丁目．１６４６-１
昭和西泄運輸湘 ６-２０ 延岡市 自主酒毒ポイント４／３０-

１５ 高原 国道２２３号 高原町 芯原町匯原呟域辰這との合流地点） ２４時間 都城市 ’ 目主酒巻ポイント４／２Ｓ～

１６ 吉之元 国道２Ｚ３号 匍城市
部城市吉之元町
弱うェＪμスクｊ-ンヒル入り口より約４００ｍ都城
側）

２４時間 都城市 白主丿肖壽ポイント４／２８～

１７ 高 森 国道３２１号 高森町 尨水系阿但ー高森町大字永滞厚１８０５番
地 ・ - ５～１９ 匯Ｅヨ祚晦匯 白｀主湖底ポイント４／３０～

ｌａ 木 城 尾艶わ恥ド 木城町 木城町大字高城２５４４-３ ５-１９ 木城町 自主 肖壽ポイント５／１０-
１９ 蒲牟田 県道４１３号ｒヤ’４７１ぼこｔふ 高原町 高原町藩命田 ６ ～ Ｉ Ｂ ｀ 都城市 自主消毒ポイント５／２０～
．２０

’ 北 之 原 ’
国道２２１号 小林市 小林市北西方２９７０-４ ６--２２ 小林市 当主消毒ポイント６／７-・

ＺＩ 並木 市道中央暗 西都市 酋 初 耳 ‾ Ｆ こ 釘 Ｓ Ｏ ５ ｂ 吻 部 四 花 芯 憲 司 箭 團
Ｒ ｍ ６～１８ 慧急 白ＥＩΞ消沓ポイント６／５～

ＺＺ 束原 県道４１４号
ｌ目ご醤ｊりｓ 高原町 高原町東原 ２４時間 都城市 白Ｅ色師｛毒ポイント５／７～

２３ 而之段 益鳥南部地ｒ７ｔ４きこ綸 狸城市 都城市辿ヨ町浜之霖 Ｇ～ＩＳ 祁城市 自お河毒ポイント６／７～’
２４ 禁酒 県道加号 小林市 小 林 市 野 尻 町 家 晟 ’ ・ ・ ２４時間 高原町 自主唇薇ポイント６／５～
５ 京都農 男達山陰都度絨 都農町 児違都鵬墨町大字川北征絹応 ２４時間、 日向市 目主消毒ポイント５／１白～
Ｚ６ 大脇 国道２６８号 小林市 小林市野尻町Ξケ野山１３８１-１ ６ - ２２ 小話市 自！Ｅ消岩ポイント５／１５～
２７ 大池 国道３ａ８号 門川町 門川町大字川内７日１７-２ ・ ７ - １ ９ 門川町 ｉｌＥｋ消吝ポイント５／２１～
Ｚ８ 北方 県道２０号 延岡市． 延岡市北方阿川水流卯５６番地２ ７～１９ 延岡市 自主消毒ポイント５／１９～
Ｚ ９ ‘ 荒谷 図道３２７丹 美馬町 拠ー町弓場Ξ山Ξケ１２２５べ３番地０ ７～１９ 諸塚村 き主消吝ポイント５／２Ｂ～
３ａ

’ 下 田 島 市道伍ケＪＳ申惜 宮崎市 践７ｙ１１こｔ涙下１ョ各（ＪＡＵφ鯖比原文雌長齢ンター） ５～２び 宮崎市 当主 肖壽ポイント５／２３～
３１ Ξ町 市逼赤谷新已ａ 宮崎市 宮崎市高岡町五町（原田公民館付近） ５～Ｚ Ｏ ・ 宮崎市 自主消壽ポイント５／２２-・
３１ 出窓永 県道日商高岡ｓ 宮崎市 詐 鶴 岡 ｒ 上 書 抑 秘 鸚 教 生 切 - ． Ｘ 口 迢 ５～２０ 宮崎市 自主 肖考ポイント５／２２-，
３３ 屹村舒 県道玄隋里博雄 宮崎市 宮崎市田野町鹿村野Ｃ日底村石小学校前） ５ - - ２ ０ 宮崎方． 自主消毒ポイント６／２２～
３４ 船引 馮迫高阿ー司分繍 宮埼市 宮崎市容縦旦匹重笥１破目所感 ，５～２０ 宮崎市 自主消毒ポイント５／２２～

３５ 熊野 ．同道ＺＺＯ号 宮崎市 宮崎市大字愚野（宮崎県総合運動公函南ロ
第２駐車場）

・５～ＺＯ 宮崎市 自主泣壽ポイント５／２２～

３６ 延／ｋ登！ｉ入口 ・市道 えびの市 えびの市大ま末永「上村喘付近」 ２４時間 えびの市 自主消呈ポイントａノ４～

３７ 運動公園 県道５３号 小林市 小林市南西方損這２０８５唇池
ｒ小林市総合逼１肋公図窓１駐本場ｊ ５～ｇ２ 小休市 自主消毒ポイント６／４～

３Ｂ 高野 市道 えびの市 えびの市大＝学坂元１５３Ｂ付き’ ２４時間 えびの市 自主 肖客ポイント６／４～
’３９

ＪＡ酉ぎセンター 国道２卵号 小林市 えびの市大字大明司１０６１-ｊｌ
ｒＪＡえびの弓帯磁センターｊ ２４時間’ え・ひのＴｔｉｌロ１主消音ポイント６／４～

４ａ 岡元 県道４０３号 えびの市 えびの市大字浦「高速道路ボックス付近」 ２４時間 えぴ蜀市 自咆 肖考ポイント５／４～
４１ ザーキット墳 広域辰僅 えひの市 えびの市大字丿田「怯-キット場付近ｊ Ｚ４時間 えびの市 自主消盆ポイントａ／４～．
４ Ｚ - 有水 国道１０号 都城市 都城市有水（ローソン北側） ２ｔ時間 都城市 自主酒莞ポイントｅ／３～
４３ 山中前 広域農遵 小林市 小器志気野「立脇橋付近」 戦苛誤 高原町 自主消毒ポイント６／４～
４４ 楕１λ零λｂ とて邦・這ｙＴ⊇ン ｙ測瞰踪` 蔀城柵育崎町厦山冰鋤Ｇ；ｒ２ｚり` ふＪヨいこ寸 ・２４時間い 沸 似 前 ；自１詞森ポ覗ｙ１１ミ２位ヽ７ｊｊｔ４回
４５ ・・ ・ よ 莽 １ ‾ ，・：……で市這膳：． ｙ高崎町 召城市高崎封土褐１に｀・バペ ’ ’ ・、り｛∵べヽ．ド ２４班蜀ｙ 海波芯 １自生，肖～ボペこジド２？；μｙ・り．

４６ レ聚三毒・ こヽ ’県道４公家ク ，亥蛸献・ 高嫡町棄霧島’ｒ凍霧忌海切詫丿以こてム≒ンウヽ
”２４跨街・ ｜無叙季 １自主；ｐｉ券付和硲？ｇ・芯ｌｙｊ

４７ 、培満坊ｊ． へ国ｉｉｉ仙辱ハ ’属楓野
都 城 市 皿 レ １・２４時降 菊城市汀自ΞＩＥ，渦巻ボイジ純鳶弓ご？、，`

祁 ・．六ぞ由１ ｔ・廉道４む剔 山之自吋 都城市珀ｉ１’Ｅ］郭六千ｉ４ョ・ノこそレ之‘ｔｉｙ．ｌｙ・ヽ ‘ｊ４皓梵？・ 都城雁，・ 自ｌｋ誦晦ポ陛：Ｓ；`トｉｉ・・．`ぞ恥ひむ
４ｇ ゾ 藁 沓 こ - ｒ ¶ ■ １ ¶ ≒ - ・

ｉ Ｒ Ｚ ｉ ｉ 恥 Ｅ ｒ ｉ ｔ Ｚｊ ● ■ - 「
ム山之口吻叙市田之Ｑ町゛冨吉已に≒７，こ・：……… ：２４時間’’ 都城市７ 功Ξ酒客ボイジｆこご・，｀にふこ

皆様の消毒へのｌｌ-容をおＳＩいしま４｀．

１

ｅ
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宮 崎 県 農 政 水 産 部 長 ’ 殿

２２消安第１９９１号
平 成 ２ ２ 年 ６ 月 １ 日

農林水産省消費・安全局
動 物 衛 生 課 長

えびの市；Ｓ１・中心とした移動制限区域の解除後の対応について

平 素 よ り 家 畜 衛 生 行 政 に 御 理 解 、 御 協 力 を い た だ き 感 謝 申 し 上 げ ま す。
さて、今般の口蹄疫の発生に伴い、えびの市を中心、に設定されている移動制限Ｉ■ ● Ｉ ゝ

区域にお、いては、区域内の最終発生例の殺処分が完了した５月１、３日以降、新た
な発生がないことから、移動制限区域解除のための清ｉ争性確認検査を白月２３日
よ り 実 施 し て い る と こ ろ で す 。 ▽
当 該 検 査 に お い て 異 常 が 認 め ら れ ず、 そ の 後 同 区 域 内 マ の 新 た な 発 生 も な け れ■ ｀ ｜ ／ ’

ば 、 ６ 月 ４ 日 午 前 Ｏ ’ 時 ば 移 動 制 限 が 解 除 で き る 予 定 で す ご し か し 、 川 南 町 地 区 で● 。 ● ・ ●
引ぎ続き発生；５１１確認されている現状を踏まえ、当該移動制限区域の解除後は、下■ Ｉ ｌ ｙ ■ ■ ａ
記 事 項 に 留 意 の 上 、 対 応 方 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。 っ

記

Ｕ更生］回］

１・当該移動制限区域内め発生農場及び関連農場における家畜の再導入について¶ ｊ
（で□・口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針の第２の３の（６）汚ｊ；だ物品の処
理が実施された後に、同（５）のクの消毒が確実に実施されていることを確認
すること。また、家畜の再導入前に再度消毒の実施を指導するこど。、づ

（２）再導入後、牛飼養農場については１週間後に、豚飼養農場については２週
間後に、それぞれ家畜防疫員による臨床検査を実施すること。

２△当該移動制限区域内の非発生農場に対する指導
「宮崎県におけるロ１１ｆｌ１疫の疑似患畜の確認に係る防疫対策の徹底等について」
（平皮２２年４月２ｏ日消安第５６３号消費・、・安全局長通知）の１に基づき、毎
目の健康観察、口蹄疫．が疑われる事例の早期発見ｊ・早期通報、消毒等の徹底にう

２４



いて、再度、周知すること。

３ え び の 市 周 辺 の 消 毒 ポ イ ン ト の 変 更 ’ 。
えびの市を中心とする移動ｆ糾限区域の解除後は同区域内及び周辺における交

通量の変化が予想されることからｉえびの市周辺に設置されている消毒ポイント
については、児湯郡川南町方面からの畜産関係車両を対象とした消毒ポイントに
変更し、児湯郡川南町を中心とした移動制限区域が解除されるまで継続すること。

２５

（、



熊本県農林水産部長‾殿

２２消安第１９９１号
平 成 ２ ２ 年 ６ 月 １ 日

農林水産省消費・安全局
動 ヽ 物 衛 ‘ 生 課 長

えびの市を中心とした移動制限区域の解除後の対応について

平素より家畜衛生行政に御理解、御協力をいた｀だき感謝申し上げます。
・さて、今般の宮崎県における口蹄疫の発生に伴い、／同県；ｔｊびの市を中心に設定‘

されている移動制限区域においては、区域内の最終発生例の殺処分が完了した５
．月１３日以降、新たな発生がないことから、移動制限区域解除のための清浄性確
認 検 Ｅ 査 を ５ 月 ２ ３ 自 一 よ り 実 施 し て い る と こ ろ 七 す 。 ∧ ＼
当該検査において異常が認やられず、その後同区域内での新たな発生もなけれ

ば、・６月４日午前Ｏ時に移動制限が解除できる予定です。しかし、宮崎県川南町
地区で引き続き発生が確認きれている現状を踏まえ、当該移動制限区域の解除後
においては、下記事項について、対応方よろしく。お願いいたします。

記

１ 当 該 移 動 ｆ 制 限 区 域 内 の 非 発 生 農 場 に 対 す る 指 導 ｌ
「宮崎県におけるロ蹄疫の疑似患畜の確認に係る防疫対策の徹底等について」
｀（平成２２年４月２０日消安第５６３号消費・安全局長通知）の１に基づき、毎

日の健康観察、口蹄疫が疑われる事例の早期発見・早期通報、消毒等の徹底にっ
い て 、 再 度 、 周 知 す る こ と 。 ‥ ノ 。

２ ／ え び の 市 周 辺 の 消 毒 ポ イ ン ト の 変 更 ＼ ’ ・Ｕ Ｉ Ｉ - ・ ・ ｜ Ｉ ●
え び の 市 を 中 心 と す る 移 動 制 限 区 域 の 解 除 後 は 同 区 域 内 及 び 周 辺 に お け る 交

通 量 の 変 化 が 予 想 さ れ る こ と か ら 、 え び の 市 周 辺 に 設 置 さ れて い る 消 毒 ポ イ ン ト
に つ いて は 、 児 湯 郡 川 南 町 方 面 か ら の 畜 産 関 係 車 両 を 対 象 と 、 し た 消 毒 ポイ ン ト にｆ ● ・ ● ・
変更し、児湯郡川南町をに｜＝モｉ心とした移動制限区域が、解除されるまで継続すること。

２６
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鹿 児 島 県 農 政部長 ’ 殿

２２消安第１９９１号
平成２、２年６斤１日

農林水産省消費．・安全局
動 物 衛 ∧ 生 課 長

えびの市；ＳＥ・冲心とした移動制限区域の解除後の対応について

● Ｉ Ｆ ． Ｉ ￥ ４ ・ ● ・
平素より家畜衛生行Ｊ！？ｇｇ：１こ御理解、御協力をいただき感謝申し上げます６

． さ て、 今 般 の 宮 崎 県 に お ける 口 蹄 疫 の 発 生 に 伴 い √ 同 県 え び の 市 帝 ・ 中 心 に 設 定
さ れて い る 移 動 制 限 区 域 に お いて は 、 区 域 内 の 最 終 発 生 例 の 殺 処 分 が 完 了 し た ５
月 １ ‘ ３ 日 以 降 、 新 た な 発 生 が な い こ と か ら 。 移 動 制 限 区 域 解 除 の た め の 清 浄 性 確
１ １ 忍 検 査 を ５ 月 ２ ３ 日 よ り 実 施 し で い る ど こ ろ で す 。 フ ノ
当 該 検 査 に お い て 異 常 が 認 め ら れ ず、 芒 の 後 同 区 域 内 で の 新 九 万 発 生 も な け れＩ Ｉ ． Ｗ 。 ●

ば 、 ６ 月 ４ ． 日 午 前 Ｏ 時 に 移 動 制 限 が 解 除 で き る 予 定 で す。 し か し 、 宮 崎 県 川 南 町
地 区 で 引 き 続 き 発 生 が 確 認 さ れて い る 現 状 を 踏 ま え 、 当 該 移 動 制 限 区 域 の 解 除 後
に お いて は 、 下 記 事 項 に つ い Ｉ て、 対 応 方 よ ろ し く お 願 １ ／ ヽ い た し ま す √ ▽ ‾ 。

記

１ 当 該 移 動 制 限 区 域 内 の 非 発 生 農 場 に 対 す る 指 導
帰 Ｉ ・ ． ● Ｉ Ｉ ■
「宮崎県における口蹄疫の疑似患畜の確認に係る防疫対策の徹底等について」

（平成２２年４月２０１ヨ消安第６６３号消費・安全局長通知）の１に基づき、．毎
日 の 健 康 観 察 、 口 蹄 疫 が 疑 わ れ る 事 例 の 早 期 発 見 ・ 早 期 通 報 、 消 毒 等 の 徹 底 に っ
い て 、 再 度 、 ｊ 司 、 知 す る こ と ． ＼ ▽ ブ

２ え び の 市 周 辺 の 消 毒 ポ イ ン ト の 変 更 ・ ・ コ
えびの市をｒｌ＝＝心とする移動制限・区域の解除後は同区域内及び周辺における交

通量の変化が予想されることから、えびの市Ｊｉｇｌ辺に設置されている消毒ポイント
については、児湯郡川南町方面からの畜産関係車両を対象とした消毒ポイントに
変更し、児湯郡川南町を中心とした移動㈲阻区域が解除されるまで継続すること。

２７



１ ． 、 ‘ ． ’ ．

えびの市周辺の移動制限区域の血清疫学調査における検査頭数

営崎県（採血ＩＥＥＩ：５／２・１～５／２６）＜レレ
半径３ｋｍ以内にある血
清学的検査の対象農
場 ／

半径３ｋｍ以内にある
臨床検査の対象農場

半径３～１０ｋｍにある
臨床検査の対象農場

疫学的に関連のあ
る（採血）対象農場

戸数 飼養頭数 戸数 飼養頭数 戸数 飼養頭数 戸数 飼養頭数
牛 １２９ ２，２２３ １２９ ２，２２３ ３５０ 匹 彗 匹 ２６ １，２２１

豚 ０ ０ ７ ２，２５０ ５３ ７６，０５７ ０ ０
山羊 ０ ０ ０ ０ ２ ７ ０ ０

羊 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

その他 ０ ０ ０ ０ １ ６ ０ ０

鹿児島県ヽ（採血日：５／２３）

ゝ

半径３ｋｍ以内にある血
清学的検査の対象農

半径３ｋｍ以内にある
臨床検査の対象農場

半径３～１０ｋｍにある
臨床検査の対象農場

疫学的に関連のあ
る対象農場

戸数 飼養頭数 戸数 飼養頭数 戸数 飼養頭数 戸数 飼養頭数
牛 １４ ２８５ １４ ２８５ １５４ ３，８７５ ０ ０

豚 ０ ０ ０ ０ ７ ２４，５７４ ０ ０

山羊 ０ ０ ０ ０ １ ３ ０ ０

羊 ０ ０ ０ ０ ’０ ０ ０ ０

その他 ０ ０ ヽ ０ ０ ０ ０ ０ ０

熊本県
半径３ｋｍ以内にある血
清学的検査の対象辰子ａ

半径３ｋｍ以内にある
臨床検査の対象農場

半径３～１（〕ｋｍにある
臨床検査の対象農場

疫学的に関遠のあ
る対象農場

戸数 飼養頭数 戸数 飼養頭数 ’ 戸数 飼養頭数 戸数 飼養頭数
牛 ０ ０ ０ ０ ５ ６，５７６ ０ ０

豚 ０ ‘ ０ ０ ０ ７ ０ ０ ０

山羊 ０ ０ ０ ０ １ ３ ０ ０

羊 ０ ０ ０ ｏ` ０ ０ ０ ０

その他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２８
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宮崎県農政水産部長殿

ｊ
１
″ ２２消安第２３０７号

平成 ’ ２ ２ 年 ６月７日

農林水産省消．費・安全局動物衛生課長

ワクチン接種家畜の移動制限区域内埋却地への移動について

Ｅｊ§］回

貴職より平成２２年６月７日付け２６５-１３４１で照会のあったワクチン接種家

畜の移動制限区域内埋却地への移動については、妥当と判断されますので、引き続きＩ、

家畜伝染病予防法（昭和２、６年法律第呈三号）及び口蹄疫対策特別措置法（平ＪｊＳ２；、２、２

年法律第４４号）並びに口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針（平成１６年｀１２月
１日農林水産大臣公表）に基づき、円滑な対応方よろしくお願いします。Ｉ

なお、上記照会文書中、記の１の②にある、前日し夕方に家畜防疫員による臨床症状

検査を行い、搬出当剛こ技術員等により再度極認を行う方ご法については、ロ蹄疫の患

畜及び疑似患畜の発生がないか、極めて発生が少なく、速やかに防疫措置が講じられ

七いる市町村バ宮崎市、日向市、西都市及び児湯郡木城町）に限り、午後１６時以降

に 家 畜 防 皮 員 か 臨 床 検 査 を 行 う も の と し ま す 。 レ ’ ‘

２９



１。，’

農林水産省消費・安全局
動 物 衛 生 課 長 殿

２。６５． - １ ３４１

平 成 ２ ２ 年 ６ 月 ７ 日

宮崎県農政水産部

ワクチン接種家畜の移動制限区域内埋却・地への移動について

このこ・とについて、 ’ ワクチン接種家畜の迅速な処理を行う観点から、以下の
条 件 を 満 た す 場 合 に 限 り 、 移 動 制 限 区 域 内 の 埋 却 地 に 搬 出 し 処 理 す る こ と と し● １ １ Ｚ 。 ・
て よ い か 協 議 ・ し ま す 。 - ｊ ＼ ト ｀ ＼
ただ、し。レ埋却地の利用にあたっては、移動経路及び埋却地の周辺住民等の理

解 を 得 る こ と と し ま す 。 ＜

ダ 記 、 パ ダ
１ 移 動 前 レ ’
＼ ① ワ ク チン テ イク ま で の 期 間 （ 牛 ： ｙ 日 、 豚 ： １ ４ 日 ） ’ 以 降 の 家 畜 で あ る

こ と 。 ‘ ィ
② 搬 出 当 日 に 家 畜 防 疫 員 が 臨 床 症 状 検 査 を 行 っ た 結 果 、 異 常 が 認 め 、 ら れ な
い 農 場 又 は 畜 舎 に 飼 養 ざ れ て い る も の で あ る こ と 。 ’
搬 出 当 日 の 家 畜 防 疫 員 に よる 検 査 が 困 難 な 場 合 は 、 前 日 夕 方 に 家 畜 防 疫Ｊ ● ・ ● ・

員による臨床症状検ｉ堅を行い、搬出当日は技術員等により再度確認を行う
も の と す る 、 ＜ ノ ケ
一旦、品評会場など集合施設に集めて、積み換える際は、集、合施設に動

噴を設置し、農場に帰る前及び娘分場へ搬出する前には、。車両の消毒を行■ Ｉ Ｉ Ｉ Ｓ ● ● 。 ● １
うこど。また、すべて積み終えた際はい当該施設全体の消毒を行うこと。

２ ’ 移 動 中 ｀ ‘ ＼ ‾
①・．積載場所においｔ積載終了後、輸送丿尊両全体を消毒すること．

動噴が無い場合は、パケ．ツに消毒薬を作り、洗車ブラシでこすりながら
． 足 回 り を 中 心 に 車 両 全 体 を 消 毒 す る こ と ． ．
② 家 畜 は 、 運 搬 車 両 に 収 容 後 、 不 透 性 の シ ー ト で 被 覆 す る 等 に よ り ４ ウ イ
ル ス 、 め 飛 散 ・ 漏 出 防 止 を 徹 底 す る こ と 、 ＼■ - Ｉ Ｉ

③ 移 動 制 【 嘸 区 域 等 の 要 所 に 設 置 さ れて い る 消 毒 ポイ ン ト に お いて 輸 送 車 両■ ■ 晶 ／
‾ の 消 毒 を 実 施 す る こ と ． ｀ Ｔ

④・可能な『きり畜産廠家め少ない輸送ルートをｉｌ定、・ｉｒるにご＼

３０



３ 移 動 後 ／ - ／ ・ ∧
① 作 業 開 始 か ら 、 設 備 ・ 資 材 の 消 毒 が 完 了 す る ま で の 間 、 家 畜 防 疫 員 が 立● ・ ゝ
ち 会 う こ と 。 ダ プ ダ

② 家 畜 搬 入 後 の 祓 送 車 両 に つ いて は 、 処 分 場 か ら 出 る 前 ｌ と レ 作 血 者 及 び 車ｌ ｉ ｌ ・ 、 １
両 内 部 、 外 部 の 消 毒 を 実 施 す る こ と 。 （ 座 席 、 ハ ン ドル ４ 床 マ ッ ト な ど も
・消毒薬を含ませたタオｊレ等で消毒すること）△

（文書取扱畜産課）

担当
電話

衛 生 防 疫 担 当 三 浦
ｍ！５-２！６一７１３９
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ロ蹄疫対策特別措置法につい七

平 成 ２ ２ 年 ６ 月
農林水産省消費・安全局

「 ゜ Ｆ ‾ 」 膀 ＼ Ｊ ∧¶ ｉ ｌ ● ●
平成２２年４月以降に発生が確認された口蹄疫に起因する事態に対処するため、口蹄

疫のまん延を防止するとともに、口蹄疫に対処すぢために商する費用の国の負担、生
産 者 の 経 営 や 生 活 の 再 建 支 援 等 の 特 別 措 置 を 講 じ る も の 。 ＿ ∧

ＦＴ顧
１ 一 般 車 両 等 の 消 毒 義 務 コ ダ Ｉ

農林水産大臣が都道府県知事の要請に基づいて指定する。地域（以下「指定地域」
という。）内において、消毒のための設備を設置している場所を通行しようとする
者に、その使用する車両その他の物品の消毒を義務付け。・’ ※ 農林水産大臣は、都道府県知事への指示・代執行が可能

２ づ 患 畜 ・ 疑 似 患 畜 以 外 の 家 畜 の 予 防 的 殺 処 分 ブ
都 道 府 県 知 事 は 、 口 蹄 疫 の ま ん 延 を 防 止 す る た め や む を 得 な い 必 要 が あ る と か

は 、 指 定 地 域 内 に お いて 都 道 府 県 知 事 が 指 定 す る 家 畜 （ 患 畜 及 び 疑 似 患 畜 を 除
く。）を所有する者に、期限を定めて当該家畜を殺すべきこどを勧告することがで
き、‘所有者が当該勧告に従わないとき等において緊急の必要があるとこき。は、家畜防
疫 員 に 当 該 家 畜 を 殺 さ せ る こ と が で き る 。 、 コ … …
※ 農 林 水 産 大 臣 は 、 ゛ 都 道 府 県 知 事 へ の 指 示 ・ 代 執 行 が 可 能 。 ノ

３ 死 体 の 焼 却 又 は 埋 却 の 支 援
指定地域内に存する死体の所有者が、死体の焼却又は埋却を求めたＩ場合には、家

畜防疫員は当該死体を焼却又は埋却するものとするほか、Ｅ回は、埋却の用に供する
土地り確保、必要な作業に従事する者の派遣その他の必要な措置を講ずる。

４ 無 利 子 融 資 な ど 家 畜 の 生 産 者 等 の 経 営 再 建 等 の た め の 措 置 ▽
国は、生産者、関連事業者等の経営の安定及びその生活の安定を図るため、必要

な資金め無利子の貸付け、施設の整備等に要する費用の助成ぞの他の£、要な措置を
講 ず る 。 ご

５ そ の 他 の 規 定 事 項
家畜防疫員の確保、偶蹄類に属する野生動物の監視、ねずみ等の駆除、ｐ蹄疫に。

対処するだめの費用の国による負担、家畜等の移動等め禁止等により生じた損失の、
補てん、農業者年金の保険料の免除等の特例、地域再生のための支援、税制上の措。
置 等 ▽ ツ

匝 二 珊 ョ ｉ ｌ 預 亘 團 ニ ‥ ‥ ‥ ‥
公布・施行平成２２年６月４日（平成２４年３月３１日までの時限立法）

３２
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口蹄疫対策特別措置法施行令について

ｊ
「

平 ． 成 ２ ２ 年 ６ 月 ，
農林水産省消費・安全局

［ Ｆ ‾ ‾ 遍 函 ト レ ニ ミ
ロ除疫対策特別措置法（平成２２年法律第４４号。以下（法ノというレ）の制定に伴

い、こ法の規定において政令で定めることとされている、補Ｔてん又は補償の対象となる
損失の範囲、補てん金等の交付の方法、農業者年金の保険料の免除等の特例等につい
て 規 定 す る ‘ 。 ご グ ・ ・

「Ｆ廐鯛
．１ 患畜等以外の家畜の殺処分に係る補てん・補償等（法第６条関係）
①殺された家畜の評価額、勧告の日から殺された日まで、に要した飼料代その他の
省 令 で 定 め る 額 を 交 付 。 。 へ

②家畜の所有者が速- ’ぐＪがに損失の補てん・補償等の交付を受けられるよう、都道
府県知事は殺処分の実施を確認することによりその決定した額を交付。

２農業者年金の保険料の免除等の特例（法第２１条関係）
＜口蹄疫によ、り被害を受けた農業者年金の被保険者について、

①保険料を納イ寸することを要しない（免除する）ものとするｆ - ・ ● ● ふ
②それによって納付しなかった保険料を追納できるものとする
等 の 特 例 を 規 定 。 ‾

「」ＪｉＴ麗函Ｔ即
公布・施行平成２２年６月４日

３３



ロ蹄疫対策特別措置法旅行規則について

＝ ～ 平 成 ２ ｉ ！ 年 ６ ． Ｊ ≡ ｉ

、 、 農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局

Ｆ ｉ Ｔ ｊ Ｍ Ｘ 頭 １ ‾ づ フ
ロ蹄疫対策特別措置法（平成２２年法律第４４号。以下「法」という。・）及で」ロ蹄疫対

策特別措置法施行令（平成２２年政令第１４６号。以下「施行令」という。）の制定に伴
い、法及び施行令の規定において農林水産省令で定めることとされている車両等の消Ｉ Ｉ ・ ・
毒 の 基 準 、 損 失 の 補 て ん に 係 る 患 畜 等 の 移 動 等 の 禁 止 の 基 準 等 を 定 め る 。 ＼ ゛

［ｊコ圖
１農林水産大臣の指定する地域における車両等の消毒（法第４条関係）
①白消毒のための設備として、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置等を規定。‾尚）消毒基準として、アルカリ水剤、ハロゲン塩製剤等の消毒剤を用いて、消毎目Ｉ

的 物 に 散 布 又 は 目 的 物 を 浸 す こ と 等 に よ り 実 施 す る こ と を 規 定 。 ＿
（勁消毒の対象とな右物品として、車両（緊急車両等を除く）を・規定。

● ■ ■． Ｓ
２補てん又は補償の。対象。となる損失等（施行令第１条第３項関係）

患畜等以外の家畜の殺処分に係る損失め補てん金に併せて交付する金額として、
法第６条第１項の勧告のＦＥＩから当該家畜が殺された日までに要した飼料費その他の
飼 養 に 要 す る 費 用 を 規 定 。 ‥ ＜ ・ 。

３畜舎及びその周辺における消毒並びにねずみ等の駆除等（法第８条関係）
必要に応じ家畜防疫員の技術的指導等を求めかから、十分な消毒又は駆除の実施

が 可 能 で あ る 方 法 に よ り 行 う こ と を 規 定 。 ダ
● ● １

４ 家 畜 等 の 移 動 等 の 禁 止 等 に よ り 生 じ た 損 失 の 補 て ん （ 法 第 ２ ０ 条 関 係 ） ≒
損失の補てんに係る家畜等の移動等の禁止等の基準として、家畜等の移動等の禁

止等が次のいずれかに該当する都道府県の区域内において行われたものであること
を 規 定 。 ∧ Ｔ ’ ミ ‥ ＿
①家畜伝染病予防法第冬毒第１項の規定による都道府県の区域内での移動の禁止
又 は 制 限 を 実 施 し た 都 道 府 県 ／ ｙ

②家畜伝染病予防法第３２条第２尽の規定によ｀る農林水産大臣の撰定に係る区域を
含 む 都 道 府 県 ご ＿ 、 ・ ・ -

匝‾蕉ｉＦｉｉ和１サ
公布・施行平成２２年６月４日
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口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法

目
次第

一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

附
則

総

則

（

第

一

条

ト

第

三

条

）

～

口
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
（
第
四
条
ト
第
十
七
条
）

ロ
蹄
疫
に
対
処
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
の
国
に
よ
る
負
担
等
（
第
十
八
条
ト
第
二
十
一
条
）

生
産
者
等
の
経
営
及
び
生
活
の
再
建
等
の
た
め
の
措
置
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
）

雑
則
（
第
二
十
四
条
～
第
二
十
九
条
）

第

一

章

総

則

。

・

／

’

（

趣

旨

）

｀

ご

＼

～

第
［
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
措

置
、
口
蹄
疫
に
対
処
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
の
国
’
に
よ
る
負
担
等
、
生
産
者
等
の
経
営
及
び
生
活
の
再
建
等
の
た
め
の
措
置
等
の
特
別
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

・

（

定

義

）

プ

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
゛
て
「
患
畜
」
と
は
、
。
口
９
　

疫
に
か
か
っ
て
い
・
る
家
畜
を
い
う
。
。
１
。

２
　
。
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
疑
似
患
畜
」
と
哨
患
畜
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
家
畜
及
び
口
蹄
疫
の
病
原
体
゛
（
空
気
中
に
飛
散
し
た
病
原
体
を
含
ひ
。
）
忙
触
れ
た
た
め
、
又
は
触
れ
た

ー

ー

』

一

Ｉ
　

疑
い
』
が
あ
る
た
め
、
敷
畜
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
家
畜
を
い
う
。
ト

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）
ｙ
≒

第
三
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
・
口
蹄
疫
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た
場
合
又
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
等
の
た

一

Ｉ

■

め

に

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

責

務

を

有

す

る

。

ヽ

。

第

二

章

口

蹄

疫

の

ま

ん

延

を

防

止

す

る

た

め

の

措

置

。

ｊ

・

上

（
車
両
等
の
消
毒
の
義
務
）

第
四
条
巌
林
水
産
大
臣
が
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
車
両
等
の
消
毒
の
義
務
を
課
す
必
要
が
あ
る
地
域
と
し
て
指
定
す
る
地
域
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
農
林

一

一

一

１

一

-

水
産
省
令
で
定
め
る
消
毒
の
た
め
の
設
備
を
設
置
１
　
て
い
る
場
所
を
通
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
基
づ
。
い
て
、
当
該
設
備
を
利
用
し
て
、
当
該
者

の
使
用
す
る
寡
両
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
物
品
を
消
毒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
‘
。
ノ

２
都
道
府
県
知
事
は
、
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
壮
、
前
項
に
規
定
す
る
設
備
を
設
置
し
て
い
る
場
所
を
通
行
七
よ
う
と
す
石
者
の
使
用
す
る
同

項
に
規
定
す
る
物
品
に
つ
い
て
、
当
該
者
に
よ
る
消
毒
に
代
え
ー
て
、
当
該
都
道
府
県
の
職
員
に
こ
れ
を
消
毒
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
～

３
・
第
一
項
の
地
域
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
消
毒
の
尭
め
の
設
備
を
設
置
し
て
い
る
場
所
を
通
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
基
準
に
基
づ
い
で
ヽ
’
当
該
設
備
を
利
用
し
て
、
自
ら
そ
げ
身
体
を
消
毒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
ー
ぃ

４
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
前
項
に
規
定
す
る
設
備
を
設
置
し
て
い
る
場
所
ご
と
に
、
。
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

Ｘ
Ｉ
０

し
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６
第
一
項
の
勧
告
に
従
っ
て
そ
の
所
有
す
る
家
畜
を
自
ら
殺
し
た
者
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
殺
さ
れ
た
家
畜
の
死
体
の
所
有
者
は
、
家
畜
防
疫
員
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

基
準
に
Ξ
づ
い
て
す
る
指
示
に
従
い
、
遅
滞
な
く
、
当
該
死
体
を
焼
却
し
、
又
は
埋
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
家
畜
防
疫
員
は
、
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
代
え
て
、
・
自
ら
こ
れ
を
焼
却
し
、
又
は
埋
却
す
る
こ
と
が
で

き

る

。

ノ

ノ

８
第
六
項
に
規
定
す
る
焼
却
又
は
埋
却
に
づ
い
て
は
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を
、
前
項
に
規
定
す
る
焼
却
又
は
埋
却
に
つ
い
て
は
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定

を
準
用
す
る
。

９
都
道
府
県
知
事
は
、
。
第
一
項
の
勧
告
に
従
っ
て
そ
の
所
有
す
巻
家
畜
を
自
ら
殺
し
た
た
め
損
失
を
受
け
た
当
該
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
そ
の
生
産
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
通

-

ｌ

ｊ

■

常
生
ず
べ
き
損
失
と
し
て
政
令
で
定
め
る
損
失
を
補
て
ん
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
＼

１
０
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
所
有
す
る
家
畜
を
殺
さ
れ
た
た
め
損
失
を
受
け
た
当
該
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
そ
の
生
産
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
通
常
生

。
ず
べ
き
損
失
と
し
て
政
令
で
定
ヽ
め
る
損
失
を
補
償
し
力
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

１
１
。
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
て
ん
金
又
は
補
償
金
に
つ
い
て
は
、
。
家
畜
の
所
有
者
が
迅
速
に
そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
家
畜
の
所
有
者
か
ら
の
請
求
を
待
た
ず
に

仮
払
を
す
る
方
法
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
プ
ー

１
２
都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜
の
死
体
を
焼
却
し
、
文
は
埋
却
し
た
者
に
対
し
、
焼
却
又
は
埋
却
に
要
し
た
費
用
を
交
付
す
る
。

１
３
第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
’
の
の
ほ
か
、
第
九
項
、
第
十
項
又
は
前
項
に
定
め
る
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

１
４
’
第
一
項
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
・
ィ

（
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
七
条
第
玉
条
第
二
項
（
前
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
前
条
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜
の
死
体
を
焼
却
し
、
又
は
埋
却
す
る
場
合

に
は
、
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
農
林
水
産
大
臣
の
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
指
示
等
）

第
八
条
農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
四
十
七
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
。
口
啼
疫
の
ま
ん
延
に
よ
り
畜
産
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
第
四
。

Ｉ

Ｉ

Ｉ

一

１

１

１

『

条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
に
係
る
措
置
・
（
当
該
措
置
に
係
る
地
域
の
指
定
が
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
。
）
、
第
五
条
第
二
項
。
（
第
六
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
焼
却
若
し
’
く
は
埋
却
に
係
る
措
置
（
当
該
措
置
に
係
る
地

ｉ

■

-

ｆ

ｌ

■

域
の
指
定
が
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
さ
れ
る
第
四
条
第
六
項
。
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
貪
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

若
し
べ
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
（
当
該
勧
告
又
は
措
置
に
係
る
地
域
の
指
定
が
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
さ
れ
る
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合

に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
ぺ
・
き
旨
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

。

’

Ｘ

’

Ｉ

２
農
林
水
産
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
が
前
項
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
そ
の
巍
特
に
必
要
が
‘
め
二
る
と
認
め
る
と
き
は
。
第
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
に

。
係
る
措
置
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
焼
却
若
し
く
は
埋
却
に
係
る
措
置
又
は
第
六
条
第
’
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
自
ら
実
施

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

ｙ

≒

３
農
林
冰
産
大
侭
は
、
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
等
の
注
射
に
つ
い
て
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
し
た
場
合
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
が

当
該
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
等
の
注
射
を
用
い
な
い
措
置
で
は
ロ
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
ぎｙ
ｒ
Ｏ
Ｗ
　
　
１
１
１
　
ｉ
ｌ
　
ｌ
　
１
１
１
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／よ

第
十
七
条
家
畜
の
所
有
者
は
、
ｐ
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
・
畜
舎
及
ぴ
そ
の
周
辺
に
お
い
て
、
適
切
な
消
毒
を
実
施
す
る

’
ほ
か
、
そ
の
病
原
体
を
媒
介
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
ね
ず
み
、
。
昆
虫
等
の
駆
除
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
少
一
す
る
。

第

三

章

ロ

蹄

疫

に

対

処

す

る

た

め

に

要

す

る

費

用

の

国

に

よ

る

負

担

等

’

～

’

士

～

｀

・

ｒ

-

｀

（

法

に

基

づ

く

ロ

蹄

疫

に

対

『

処

す

る

た

め

の

費

用

の

国

に

よ

る

負

担

』

｀

第
十
八
条
国
は
、
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
で
あ
っ
て
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
翁
蹄
疫
に
係
る
も
の
の
と
殺
の
適
切
か
つ

確
実
な
実
施
に
資
す
る
と
と
も
に
、
。
当
該
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
所
有
者
の
経
済
的
な
支
援
忙
資
す
る
た
め
、
法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
金
の
交
付
の
ほ
か
、
必
要
な
財

政

上

の

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

-

・

’

″

。

｀

″

Ｉ

Ｆ

２
前
罹
の
手
肖
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
家
畜
共
済
の
共
済
金
の
交
付
と
の
整
合
性
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

３
国
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
関
し
、
・
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
焼
却
し
、
又
は
埋
却
し
た

Ｉ

゛

一

一

Ｉ

゛

一

家
畜
の
死
体
又
は
物
品
の
所
有
者
が
当
該
焼
却
又
は
理
却
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
者
が
実
質
的
に
負
担
す
る
部
分
査
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講

Ｉ

ｊ

-

Ｉ

Ｉ

ず

る

も

の

と

す

る

。

～

-

。

４
国
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
関
し
、
都
道
府
県
が
支
弁
す
る
法
第
六
十
条
第
一
項
の
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
都
道
府
県
が
実
質
的

に
負
担
す
る
部
分
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
。
＼
ニ

５
国
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
ロ
蹄
疫
に
関
し
、
。
法
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
、
第

二
十
八
条
又
は
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
消
毒
を
行
っ
た
者
が
当
該
消
饗
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
者
が
実
質
的
に
負
担
す
る
部
分
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
’
う
、

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
／
・
。

（
口
蹄
疫
に
対
処
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
の
国
に
よ
る
負
担
等
）
ド

第
十
九
条
・
国
は
ぅ
都
道
府
県
知
事
又
は
家
畜
防
疫
員
が
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
消
毒
を
実
施
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
、
第
五
条
第
二
項
（
第
六
条
第
八

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
焼
却
又
は
埋
却
を
実
施
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
並
び
に
同
条
第
九
項
の
裁
定
に
よ
る
損
失
の
補
て

ん
及
び
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
を
実
施
す
る
た
め
に
１
　
す
る
費
用
並
び
に
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
焼
却
又
は
埋
却
を
行
っ
た
者
に
交
付
す
る
費
用
の
全
部

‘

又

は

一

部

を

負

担

す

る

。

＼

△

‘
（
家
畜
等
の
移
動
等
の
禁
止
等
に
よ
り
生
じ
た
損
失
。
の
補
て
ん
）
～

第
二
十
条
国
は
ぃ
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
ロ
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
法
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ

る
家
畜
等
の
移
動
等
　
０
禁
止
、
停
止
若
し
く
は
制
限
又
は
家
畜
市
場
の
自
主
的
な
開
催
の
停
止
等
で
あ
。
っ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
よ
り
、
家
畜
の
所
有

者
に
、
家
畜
に
係
る
売
上
げ
の
減
少
一
飼
料
費
そ
の
他
の
保
管
、
輸
送
又
は
処
分
に
要
す
る
費
用
の
増
加
等
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
家
畜
の
所
有
者
の
当
該
損
失
を
補
て
ん
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
拡
充
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
ド

（

農

業

者

年

金

の

保

険

料

に

の

免

除

等

の

特

例

）

’

゛

・

。

第
二
十
・
一
条
平
成
二
十
。
二
年
個
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
に
よ
り
重
大
な
被
害
を
受
け
た
農
業
者
年
金
の
被
保
険
者
等
に
つ
い
て
は
づ
農
業
者
年
金

に
係
る
保
険
料
の
免
除
、
当
該
免
除
を
受
け
た
保
険
料
の
追
納
等
に
関
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十

七
号
）
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｊ
、

３９



’
・
第
四
章
生
産
者
等
の
経
営
及
び
生
活
の
再
建
等
の
た
め
の
措
置
＼
、

（

牛

、

豚

等

の

家

兪

の

生

産

者

等

の

経

営

の

再

建

等

の

た

め

の

措

置

）

。

『

～

第
二
十
二
条
・
国
は
、
平
成
二
十
二
年
四
一
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
に
よ
り
経
営
及
び
生
活
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
牛
、
豚
等
の
家
畜
の
生
産
者
、

食
肉
、
牛
乳
又
は
乳
製
品
、
畜
産
用
資
材
等
に
係
る
製
造
、
加
工
、
流
通
、
販
売
、
運
送
等
の
事
業
を
行
う
者
等
の
事
業
の
再
建
そ
の
他
の
経
営
の
安
定
及
び
そ
の
生
活
の
安
定
を
ゝ

図
る
た
め
、
当
該
者
に
対
し
事
業
の
再
建
等
に
必
要
な
資
金
の
無
利
子
の
貸
付
け
、
当
該
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
の
整
備
等
に
要
す
る
費
用
の
助
成
そ
の
他
の
必
厦
な
措
置
を

講

ず

る

も

の

え

す

る

。

＼

ト

ト

（
地
域
再
生
の
た
め
の
支
援
）

第
二
十
三
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
条
に
定
め
る
措
置
の
ほ
か
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
が
地
域
経
済
に
重
大
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
地
域
経
済
の
再
建
及
び
そ
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
措
置
を
積
極
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
敷
る
よ
う
、

こ
れ
ら
の
措
置
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
の
基
金
の
設
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
一

第

五

章

雑

則

・

ト

‘

ト

。

・

-

＼

バ

（

証

票

の

携

帯

等

）

ド

第
二
十
四
条
家
畜
防
疫
官
又
は
家
畜
防
疫
員
は
、
こ
の
法
律
に
よ
、
り
職
務
を
執
行
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、

ｊ

一

-

関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
。
ハ

（
箸
理
者
に
対
す
る
適
用
）

第
二
十
五
条
こ
の
法
律
中
家
畜
又
は
物
品
の
所
有
者
に
関
す
る
規
定
は
、
当
該
家
畜
又
は
物
品
を
管
理
す
る
所
有
者
以
外
の
者
（
鉄
道
、
軌
道
、
｀
自
動
車
、
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
ニ

る
運
送
業
者
で
当
該
家
畜
又
は
物
品
の
運
送
の
委
託
を
受
け
た
者
を
除
ぐ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
適
用
す
る
。
。
・
。

（

処

分

。

の

承

継

人

に

対

す

る

効

力

）

上

。

第
二
十
六
条
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
指
示
そ
の
他
の
処
分
は
、
当
該
処
分
の
目
的
で
あ
る
家
畜
そ
の
他
の
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
か
ら
権
利
を

承
継
し
た
者
又
は
権
利
の
設
定
を
受
け
て
、
新
た
に
当
該
家
畜
そ
の
他
０
１
物
の
管
理
者
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
も
、
ま
た
ぞ
の
効
力
を
有
す
る
ド
～
‘
・

２
前
項
の
家
畜
ぞ
の
他
の
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
当
該
家
畜
そ
の
他
の
物
を
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
管
理
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
処
分
の
あ
っ
た
こ
と
及
び
そ
の
処
分
の

内

容

を

そ

の

者

に

知

ら

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

、

。

へ

（

税

制

上

の

措

置

）

‘

第
二
十
七
条
・
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
が
牛
、
豚
等
の
家
畜
の
所
有
者
に
与
え
る
影
響
に
配
慮
し
、

必
要
な
税
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
土

＼

（

事

務

の

区

分

）

〈

第
二
十
八
条
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
’
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項

第

Ｔ

号

に

規

定

す

る

第

一

号

法

定

受

託

事

務

と

す

る

。

＼

＾

経

過

措

置

）

。

。

。

＼

第
二
４
　
九
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲

ｓ

ｌ

Ｓ

４０



内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第 附一
条 施 則
行
期
日
）
’

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
・
（
平

成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

Ｃ’ｌ

４１



政

令

第

百

四

十

六

号

ト

＼

口

蹄

疫

対

策

特

別

措

置

法

施

行

令

し

レ

ト

ー

内
閣
は
、
△
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
六
条
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
及
び
第
十

」
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
並
び
に
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
補
て
ん
又
は
補
償
の
対
象
と
な
る
損
失
等
）
ト

ー

｀

Ｉ

Ｉ

’
第
一
条
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
九
項
及
び
第
十
項
。
の
政
令
で
定
。
・
め
る
損
失
は
、
同

条

第

Ｔ

項

又

は

第

二

項

の

規

定

口

よ

り

殺

さ

れ

た

家

畜

の

評

価

額

と

す

る

。

〈

２
県
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
評
価
額
を
決
定
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
定
し
た
三
人
以
上
の
評
価
人
の
意
見
を
聴
か
な
≒

け

れ

ば

な

し

な

い

。

’

、

̶

～

万

’

３
都
道
府
県
知
襄
は
ヽ
法
第
六
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
補
て
ん
金
を
交
付
す
る
烏
合
に
は
ニ
同
１
　

第
一
項
の
勧
告
の
日
か

ら
当
該
家
畜
が
殺
さ
れ
た
日
ま
で
に
要
し
尭
飼
料
費
そ
の
他
の
農
林
水
１
　

省
令
で
定
め
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
当
士

該
補
て
ん
金
と
併
せ
で
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

゜

゛

四

Ｉ

ノ

。

’

Ｉ

“

ｄ

“

゛

Φ

Ｉ

４
’
都
道
府
県
・
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
法
第
六
条
第
九
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
補
て
ん
金
又
は
補
償
金
を

４２



供
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
フ
プ

-
一

一

当
該
補
て
ん
金
又
は
補
償
金
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
者
が
受
領
を
拒
み
、
＼
又
は
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
収
場
合

過
失
が
な
く
て
当
該
補
て
ん
金
又
は
補
償
金
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
１
　
合

（
交
付
の
方
法
）

第一
Ｊ ●

条
法
第
六
条
第
十
一
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜
が
殺
さ
れ
た
こ
と

を
都
道
府
県
知
事
が
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
知
事
が
決
定
し
た
額
を
交
付
す
る
方
法
と
ず
る
。

…
…
（
農
業
者
年
金
の
保
険
料
の
免
除
等
の
特
例
）
ト
一

第
三
条
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
ロ
蹄
疫
の
ま
ん
延

に
よ
り
重
大
な
被
害
を
受
け
た
農
業
者
年
金
の
被
保
険
者
か
ら
申
出
が
あ
づ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
保
険
料

を
納
付
ず
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
１
　
業
者
年
金
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十

Ｉ

一

≒

七
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
被
保
険
者
が
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

る
に
至
っ
た
月
か
ら
当
該
被
保
険
者
が
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
ど
認
め
ら
れ
な
く
な
る
に
至
っ
た
月
の
前

月
（
そ
め
月
が
平
成
二
十
四
年
三
月
以
後
で
あ
る
と
き
は
、
同
年
二
月
）
ま
で
の
期
間
に
係
る
保
険
料
に
つ
き
、
既
に
納
付

４３



ぐよう
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合
に
お
け
る
同
法
第
三
十
一
条
第
一
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
合
算
し
た
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
、
＼

Ｊ

四

Ｓ

̶

「
合
算
じ
た
期
間
に
特
例
免
除
期
間
（
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
ニ
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
第
三
条

第
五
項
に
規
定
す
る
特
例
免
除
期
間
を
い
う
。
）
を
加
え
た
期
間
」
と
す
る
。
」
ト
＼

ｊ

附

則

い

（

施

行

期

目

）

ご

第

一

条

こ

の

政

令

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

ド

く

ド

λ
補
て
ん
の
対
象
と
な
る
損
失
等
）
　

ド
＼
～
ド

第
二
条
法
附
則
第
四
４
　

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
損
失
は
、
同
項
の
要
請
に
従
っ
て
殺
さ
れ
た
家
畜
の
評
価
額
と
す
る
。
～

２
第
」
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
評
価
額
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
法
附
則
第
四
条
第
】
項
の
規
定
に
よ
る
補

て
ん
金
図

と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
て
ん
金
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
勧
告
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の

要

請

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

プ

ミ

３
法
第
十
九
条
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
費
用
に
つ

・ｒ．｀．

・ｙ． ’．

４５



～

い

て

準

用

す

る

０

’

-

“

Ｉ

Ｉ

“

一

-

Ｉ

Ｉ

を

“

゛

Φ

゛

Ｉ

“

Ｉ

Ｓ

“

甲

一

“

一

Ｉ

Ｓ

四

Ｓ

゛

４

’

“

“

・

‘

ｌ

ー

‘

“

”

゛

Ｉ

’

“

’

（

経

過

措

置

ブ

～

上

≒

第
三
条
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
七
さ
れ
る
法
第
六
条
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
又
は

同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜
の
死
体
を
焼
却
し
、
’
又
は
埋
却
す
る
賜
合
に
つ
い

て
は
、
法
第
七
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有

ト
す
る
。

Ｉ

儡

一

甲

-

一

一

第
四
条
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
‘
の
と
さ
れ
る
法
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
法
附
ｍ
第
二
条
に
規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
プ
＼

”

’

ｒ

『

‘

”

・

ヽ

Ｊ

’

‘

ド

第
五
条
法
の
失
効
前
に
第
三
条
第
』
項
の
’
規
定
に
よ
り
農
業
者
年
金
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ

た
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
石
自
後
も
、
な

お

そ

の

効

力

を

有

ず

る

○

’

“

゛

“

』

“

“

。

｀

ｉ

“

Ｉ

゛

『

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

一

-

-

■

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
法
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
ヽ
第
三
条
第

二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
プ

４６



○

農

林

水

産

省

令

第

四

十

一

号

～

ブ

白

土

～

口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
条
第
三
項

Ｆ

一

ｅ

ゆ

Ｉ

“

｀

“

-

-

“

Ｉ

“

Ｉ

’
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
十
七
条
、
。
第
二
十
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の
規
定
並
び
に
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平

成
二
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
第
一
条
第
三
項
（
同
令
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
基
づ
き
「
並
び
に
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

二

年

六

月

四

日

土

ド

～

農

林

水

産

大

臣

赤

松

広

隆

口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（

車

両

等

の

消

毒

の

た

め

の

設

備

ブ

。

ハ

ｒ

ｓ

、

第
一
条
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
ご
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
吻
。
る
消

毒
の
た
め
の
設
備
は
’
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
・
・
二
一

一
一

一

踏
込
消
毒
槽
．
’

消
毒
薬
噴
霧
装
置

一

頁

４７



三
前
一
一
号
゛
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

（

車

両

等

の

消

毒

の

基

準

）

一

’

第
二
条
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
ア
ル
カ
リ
水
剤
、
ハ
ロ
ゲ
ン
塩
製
剤
そ
の
他

の
口
蹄
疫
の
病
原
体
に
対
し
て
十
分
な
消
毒
の
効
果
を
有
す
る
消
毒
薬
を
用
い
て
、
こ
れ
を
消
毒
目
的
物
に
十
分
に
散
布
し

一

一

ｌ

ｌ

一

ｊ

-

Ｉ

“

￥

一

、

″

、
塗
布
し
、
文
は
こ
れ
に
消
毒
目
的
物
を
浸
す
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
消
毒
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

ｙ

（

消

毒

の

対

象

と

な

る

物

品

）

ド

第
三
条
法
第
四
条
第
一
項
め
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
物
品
は
、
車
両
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

第
三
十
九
条
第
一
項
の
緊
急
自
動
車
そ
の
他
の
車
両
で
当
該
車
両
の
性
質
又
は
状
況
に
か
ん
が
み
家
１
　
防
疫
員
が
合
理
的
な

理
由
が
あ
肌
消
毒
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
判
断
し
た
も
の
を
除
く
。
≠
と
す
る
。
。

ｒ

-

・

■

一

Ｉ

Ｉｌｓ
　　　　　　　Ｉ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ
　　　　　　　　Ｉ
　　　　　　　　　　　Ｉ

（
車
両
等
の
消
毒
の
た
め
の
設
備
を
設
置
し
て
い
る
場
所
の
表
示
）
ザ
～

’

』

‘

・

哺

ｓ

ｌ

第
四
条
法
第
四
粂
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
を
表
示
は
ヾ
同
４
　
第
一
項
又
は
啓
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
ロ
彫
疫
の

ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
車
両
等
の
消
毒
口
た
ぬ
の
設
備
を
設
置
し
て
い
る
場
所
で
あ
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
の
項
の
規

定
に
基
づ
い
て
当
該
場
所
を
通
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
前
条
に
定
め
る
物
品
及
び
当
該
者
自
ら
の
身
体
を
消
毒
す
る
こ
と
が

４８



-
ｊ ミ
ー

頁
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第
六
条
法
第
六
条
第
六
項
の
焼
却
及
び
埋
却
に
つ
い
て
め
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
二
の
Ｉ
及
び
二
の
と
お
り
と
す
る
　

０
＼
～
＼
・

（

補

て

ん

’

又

は

補

償

の

対

象

と

な

る

損

失

等

ブ

上

-

第
七
条
白
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
一
条
第
二
項
の
評
価
人
は
、
家
畜
防
疫
員
、
家
畜
防
疫
員
以
外
の
地
方
、
公
務
員

で
畜
産
の
事
務
忙
従
事
す
る
も
の
及
び
地
方
公
務
員
以
外
の
者
で
畜
産
業
に
経
験
の
あ
る
も
の
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
１
　

ｆ

■

ｊ

■

‘

一

’
以
上
選
定
す
る
恚
の
と
す
る
。
～

２
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
Ｔ
条
第
三
項
（
同
令
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
費
用
の
額
は
、
法
第
六
条
第
一
項
め
勧
告
の
日
か
ら
当
該
家
畜
が
殺
さ
れ
た
日
ま
で
に
要
し

た
飼
１
　

費
そ
の
他
の
当
該
家
畜
の
飼
養
に
要
す
る
費
用
と
す
る
ド
ー
一
一

（

ね

ず

み

等

の

駆

除

等

の

実

施

の

方

法

）

ィ

Ｓ

Ｉ

Ｉ

ｊ

第
八
条
法
第
十
七
条
の
消
毒
又
。
は
駆
除
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
仁
従
い
行
う
も
の
と
す
る
。

一
対
象
と
な
る
場
所
の
状
況
、
ロ
蹄
疫
の
病
原
体
の
性
質
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
十
分
な
消
毒
又
は
駆
除
の
実
施
が

＼

可

能

で

あ

る

方

法

に

よ

り

行

う

こ

と

。

し

ｎ
コ
ｉ
、

５０



一

一

消
毒
又
は
駆
除
を
実
施
す
る
者
の
安
全
並
び
に
対
象
ど
な
る
場
所
の
周
囲
の
地
域
の
住
民
の
健
康
及
び
環
境
へ
の
影
響

に

留

意

す

る

こ

之

。

＼

｀

’

・

三
必
要
に
応
じ
家
畜
防
疫
員
の
技
術
的
指
導
、
助
言
等
を
求
め
る
こ
と
０
’
゛
’
Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
ｄ
ｌ

”

゜

ち

（
損
失
の
補
て
ん
に
係
る
家
畜
等
の
移
動
等
の
禁
止
等
の
基
準
）

第
九
条
法
第
二
十
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
条
の
家
畜
等
の
移
動
等
の
禁
止
等
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
犬

一
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
の
区
域
’
５
１

内
で
の
移
動
の
禁
止
又
は
制
限
を
実
施
し
た
都
道
府
県
コ
ド
＜

Ｉ

Ｉ

Ｉ

-

■

Ｉ

二
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
に
係
る
区
域
を
含
む
都
道
府
県

（

証

票

の

様

式

）

～

第
十
条
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
三
十
一
号
に
よ
る
も
の
と
す

る

Ｃ

『

’

‘

’

■

■

Ｉ

甲

Ｆ

■

一

■

一

-

ｉ

五
頁



÷

附

則

プ

ー

ｔ

ｌ

-

■

こ
０
　
省
令
は
、
ご
公
布
の
ぽ
ぃ
砂
乙
施
行
す
る
。

．
≒
窟
、

５２



ｙ・

様式（一）（第五条関係）

に 殺 処 分 勧 告 書

口蹄疫 対 策 特 別 措 置 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 下 記 の 当 該 家 畜 を 殺 すべ き こ と

について、同条第三項の規定により書面により勧告します。

年 月 日

住 所 ’ ・ ＼

氏 名 殿 ’ ＼ ＿

‥ ト ∧ づ ・ 都 道 府 県 知 事 名 ＿

一

一

一

殺処分の対象となる家畜

記

勧告を実施する根拠となる法の，規定

三勧告を実施する理由

匹Ｆ一 の 家 畜 を 殺 すべ き 期 限 ・

五その他必要と認める事項

５３



●
ゝ

様式（二）（第五条Ｆ関係）

‾殺処分勧告書（報告）
’ ４

口 蹄 疫 対 策 特 別 措 置 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 下 記 の 当 該 家 畜 を 殺 す べ き こ と
｜ ● ■ ¶ ●

１ ’ ．
を 勧 告 し た こ と （ ＜ 年 月 日 実 施 ） に つ い で 、 桐 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 書 面 を 交 付

■ ｜-
し ま す 。

Ｉ ・ ｙ Ｊ 、 ．

＼ ＿ 年 月 目

住 所 ＼ ‾Ｉ ● Ｉ ■ ・ ●
． ； ｀ ゛ Ｉ ゛ ｀ ・ 、
氏 名 殿 、 ＼

ｄ ｌ ｌ ’ Ｉ ． ’ ●
▽ ゛ 都 道 府 県 知 事 名

-

一

一

一
一

一

殺処分の対象となる家畜

記

勧告を実施した根拠となる法の規定

勧告を実施した理由・

四 一 力 家 畜 を 殺 す べ き 期 限 -

五 その他必要と認める事項

５４



ヅ ・ こ ー

： - ’ ・ ：

様式（三）（第五条関係）

Ｊ
ｙ

ｊ
ノ

殺処分通知書

口蹄疫対策特別措置法第六条第二項の規定により実施する措置について、同条第三

項 の 規 定 に よ り 書 面 に よ り 通 知 し ま す 。 ’ 、
｀ ＼ 年 ｉ 日

住所

氏名

-

殿

殺処分の対象となる家畜

記

二殺処分を実施する根拠となる法の規定

三殺処分を実施する理由

四殺処分を実施する日時、場所及びその方法

五 そ の 他 必 要 と 認 め る 事 項

’ ｜ ： ｙ ．

５５

都道府県知事名



’様式，（四）（第五条関係）

＿ ” 殺 処 分 報 告 書

口蹄 疫 対 策 特 別 措 置 法 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 実 施 し た 措 置 に つ いて、 同 条 第

四 項 の 規 定 に よ り 書 面 を 交 付 し ま す。 ダ

＞ - し ‘ ’ 年 月 一 日

所
名
住
氏

ｉごペノ 殿

記

一 殺処分の対象とな七）た家畜の種類

二 ’殺処分を実施した根拠となる法の規定

一
一
- 殺処分を実施した理由

四殺処分を実施した日時、場所及びその方法

五その他必要と認める事項

５６

都道府県知事名



宮 崎 県 農 政 水 産 部 長 殿

く篭を、今猿守７
消安第

平 成 年 月

農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局
● Ｉ Ｉ
動 物 衛 生 課 長

号

目

宮崎県西都市における口蹄疫発生に伴う移動制限区域の解除に関する協議に

つ い て （ 回 答 ） ’

｜参］薮］

貴職より平成２２年６月○日付け２６５２０００で照会のあった西都市における移

動制限区域の解除に関する協議については、妥当と判断されますので、川南町地区をＩ ● ｉ
はじめ、貴県内で引き続き発生が確認されている現状を踏ま考、。当該移動制限区域め

解除後は、下記事項に留意の上、対応方よろしくお願いいたします。

記

１

２

当面の間、尾八重農場の飼養牛については、移動を自粛するよう指示し、、移

動 を 認 め る 場 合 に は 改 め て 当 課 に 協 議 す る こ と 、

当 該 農 場 の 飼 養 牛 に つ い て は 、 毎 日 異 常 が な い か 確 認 し 、 異 常 が あ る 場 合 に● Ｉ Ｉ ｌ ｌ ’
は 直 ち に 当 課 に 連 絡 す る こ と ．

１



農林水産省消費・安全局
動 物 衛 生 課 長 殿

２ ６ ５ ・ - １ ３ ６ ４
平成２２年６月でト２日

宮崎県農政水産

宮崎県西都市における口蹄疫発生に伴・う移動制限区域の解除に関する
協 議 に つ ー い て ・

このことについて、西都市尾八重では５月２３日に１７１例目の発生が確認され、
当該農場を中心に半径１０ｋｍの移動制限区域を設定しました。その後、＝当該農場お
よび移動制限区域内の血清疫学調査等を行い、下記のとおり異常がないことを確認
し ま し た 。 ‾
以上のことから５月２３日から起算して２１日経過後の、。名月１３日午前ｏ時に

半径１０ｋｍの移動制限区域（川南地区の移動制限区域・搬出制限区域と重複する地Ｉ Ｉ ’ 「
域 を 除 く 」 ・ を 解 除 す る こ と に つ い て 協 議 し ま す 。 ・ 。 ニ

ｓ 記 Ｉ ．

１ 当 該 農 場 の 発 症 牛 以 外 の 検 査ｌ ｄ ｌ ｌ 。 ■ 嘔 』 ’
（１）日紘一５月２２日から６月４日まで、。６月１０日
（２）対象農場尾ハ重農場の牛５頭
（３）＼結果。５月２２、日から６月４日までＰＣＲ検査陰性

６ 月 ４ 日 お よ び ６ 月 し Ｌ Ｏ 日 抗 体 検 査 陰 性

２ ’ 半 径 １０㎞以内の全ての偶蹄類飼養家畜の臨床検査
（ １ ） 日 程 「 ６ 月 １ １ 日 ダ
（ ２ ） 対 象 農 場 ‾ し

牛 ‘ ｀ ２ 戸 ２ ９ 頭 -
（ ３ ） 結 果 全 て 異 常 な し ご

●●Ｗ

２

ＱＳ

-
・

・「 １ ｊ



種雄牛に対する検査の経緯にづいて
日 付 ・ 日 数 １ １ ヨ 数 ２ 採 材 検 査 備 考
５月１１日
５月１２日
’５月１３日

，５月１４日

５月１５日
-５月１６日

５月１７日
５月１８日
５月１９日
５月２０日
５月２１日
５月・２２日
５月２３日
５月２４日
５月２５日
５月２６日
１５月２７日

５月２８日
５月２９`日
５月３０日
５月３１日
６月１日
６゚月２日

６月３日
‘６月４日

６月ち日
６月６日
６月７日
６月８日
６月９日
６月１０日
６月１１日
６月１２日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

①

②

③

１３

１４

１５

１６

１７
８

９

０

１

Ｅ
　
Ｅ
０
１
　
Ｕ

④
⑤
⑥
⑦
⑧
・
⑨
⑩
⑩
⑩
⑩
⑩
⑩
⑩
⑩
⑩
⑩・抗体

抗体

① 移 動 協 議 ・
協議回答、移動’～・・
事業団で発生（肥育牛）

②

③

④
⑤

⑤、⑦
⑧
⑨
⑩
⑨
⑩
必
⑩
⑩
⑩
⑩
⑩
⑩

５頭のうち１頭で陽性・とう汰

抗体陰性結果公表 ‘

周辺農場２戸の臨床

抗 体 ゛
１３日午前ｏ時、移動制限解除

３

一
匹
に
十
丿

清浄性確認検



４ｓ

な綴病性鑑定依頼：材料授受：２ｏｌｏ６．１０．２！：３８
良事業進行状況（２０１０．６．限１６：００）

１
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２
-

３

４
-

５
-

６

種別

鰻平正
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-

１-祁●

忠琴ｌ目
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♂
-

♂

♂
-

♂
-

♂

５．１１

○

○

○
-

Ｏ
-

○

町ＰＣＲはスワブ：＋：陽性，

３

-

一

一

一

一

ＬＰＢ
Ｅ
（０）

く３２

○
-

○
-

○

○

-

一

一

一

一

Ｏ
-
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-

一

一

一

一

-

○

Ｏ
-

○
-

Ｏ

Ｒ

３
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＋

一

一

-

-

○

- ；陰性漬：実施せずー

-

一

一

一

一

Ｏ

３
ｊ・

＋

-

一

一

Ｓｊ３授受（Ｎａ．２諏２２ｊ）

Ｘウづ

○

Ｒ
３
ｎ．

Ｎ

-

一

一

○

ＰＣ
Ｒ
３
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Ｎ

一

一

-

Ｕｊ匯｛

○
-

Ｏ
-

○

３
」：１

Ｎ
一

一

-

-

○
¬一

〇

○
-

○

ＰＣ
Ｒ
３
ｎ．

Ｎ

-

一

一
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Ｏ

Ｎ

-

○
-

○

○

Ｒ
３
ｊｌ．

Ｎ

スフフ

Ｏ
-

Ｏ

Ｏ
-

○

３
ｎ-

Ｎ

-

一

一 ○

○

Ｎ

-

一

一

○

○

Ｎ

-

-

一

一

-

○

３
£．

Ｎ
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ＰＧ

Ｎ

○

-

-

一

一

○

○

Ｎ

-

一

一

-

一

一

一

一

ｕｉ貳｛３叫

○

○

Ｎ

-

一

一

一

一

-

一

一

Ｏ
-

○

○
-

○
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